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序

点一
日一

安

楽自
在
二
州
と一五
へ
ば
明
代
遼
東
の
降
夷
を
安
置
し
た
州
と
し
て
有
名
で
あ
る。
大
明一
統
志（
詮）
遼
東
都
指
揮
使
可
。
僚
に
は

安
紫
州
自
在
州

倶
永
紫
七
年
置。
治
開一
克
城
内。
所
領
新
附
夷
人。
後
徒
自
在
州。
治
干
都
司
城
内。

と
あ
り、
遼
東
志（
ヴ
建
置士ゅ
に
は

永
紫
七
年
置
治。
以
撫
新
附
夷
人。
在
関
係
城
内。

, 

安
繋
州

自
在
州

永
紫
七
年
置。
治
関
原
城
内

6

所
領
新
附
夷
人。
後
従
治
干
遼
陽
城
内。

と
あ
り、
明
史
・
金
遼
志
等
も
同
意
の
記
載
を
掲ー
げ
て
ゐ
る。
二
州
が
永
築
七
年
関
原
城
に
設
置
さ
れ
新
附
夷
人
を
所
領
し
た
と
＆、
後
自
在
v

’
州
は
遼
陽
に
徒
さ
れ
た
こ
と
を
記
述
す
る
は
諸
書
何
れ
も
同
巴
で
あ
る。
併
し
叉
そ
れ
以
上
の
事
は
何
に
も
漣
ベ
て
ゐ
な
い。
是
等
の
諸君問、
で
ー

は
自
在
州
徒
治
の
年
次
も
明
確
に
さ
れ
歩
ま
し
て
徒
治
の
経
緯
に
就
て
は一
切
不
明
で
あ
る。
明
代
の
文
献
で
も、
馬
文
升
の
撫
安
東
夷
大
略
十

の
如
き
で
す
ら

批

時
建
使
往
招
時間
夷
有

一腹開
中
園
者。
於
関
原
設

－m事前
州o
遼
陽
設
自
在
州o
居
之o
云一
守

と
恰
も
三
一州
が
関
原
遼
陽
に
初
か
ら
別
置
さ
れ
た
如
く
誤
－P、
恐
ら
JV
是
等
の
資
料
に
よ
っ
た
の
か
清
初
の
楊
賓
の
柳
蓬
紀
略
（
4）、
林
借
り

て

t

J

J

、



五

六

登

山整備
考
ハ
上〉
に
は
「
遼
陽
…州。
桝。
永
柴
七
年
建
自
在
州o」
と
自
在
州
が
永
業
七
年
広
遼
陽
に
初
宣
さ
れ
た
如
く
し
て
し
ま
ヲ
て
ゐ
るo

或
は
自
在
州
徒
治
年
次
の
判
然
し
設
い
震
に
稲
葉
博
士
も
永
寧
寺
碑
に
記
録
さ
れ
て
ゐ
る
自
在
州
が
鼠
に
遼
陽
に
あ
う
た
痴
く
解
さ
れ
て
ゐ
る

位
2

、
が、
永
紫
宣
徳
時
代
に
は
自
在
州
は
未
だ
関
原
に
あ
っ
た
の
で
あ
る。

州
と一式
へ
ば
明
代
地
方
行
政
直
劃
と
し
て
の
府
州
燃
の
州
を
想
起
さ
せ
る
が、
安
楽
自
在
二
州
に
領
懸
の
あ
っ
た
事
を
諸
書
は
記
さ
示、
従
つ

時間a

て
州
城
も
全
く
不
明
で
あ
る。
口拾
に
就
て
は
和
田
博
士
が
「
州
と
は
名・
の
み
で
賞
は
降
夷
を
置
く
所
で
あ
る
」
と
明
言
さ
れ
℃
ゐ
る
が
潜
検
討

を
加
仇
る
必
要
を
感
じ
る。
更
に
二
州
に
安
掃
事
れ
た
降
夷
の
性
格・
活
動、
二
州
設
置
自
在
州
徒
治
等
に
表
れ
た
明
の
封
女
直
策
の
鑓
還
に

就
て
も
今
迄
論
じ
ら
れ
た
も
D
を
見
な
い。
明
末
に
於
け
る
略
蓮・
葉
赫
或
は
清
朝
勢
力
の
確
立
の
背
後
に
女
直
商
人
の
活
躍
商
業
資
本
の
蓄

積
等
所
謂
遼
東
市
夷
の
活
躍
が
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が、
彼
等
の
系
譜
を
辿
る
震
に
明
初
女
直
の
朝
貢・
馬
市
を
問
題
と
す
る
時
や
は
り
二、

註
4

州
に
就
て
究
明
し
て
な
く
必
要
を
感
巳
る。
ニ
州
の
性
格
に
就
て
は
先
に
小
論
を
護
表
し
た
が
甚
だ
不
充
分
で
あ
り、
そ
れ
を
柏
E
し
て
二
州

に
関
す
る
・卑
見
を
述
べ
る
こ
と
正
す
る。

皇
明
経
済
文
様（
時一一一）
遼
東
一編。
同
巻
に
あ
る
貌
一燥
の「
遼
東
鎮」
に
も「
永
柴
七
年
干
開
元
遼
一陽
復
設
安
鶴市
自
在
二

4

州一
三」
と
誤
り、
開
原
勝
志（
鵡田川）

に
も
関
原
に
安
梁
州の
み
設
置
さ
れ
た
と
記
す。

稲
葉
博
士
「
満
洲
議
抽出
史」
一
二
九
頁o
遼
東
志（
持）
建
置
志
公
署
に
は
自
在
州
総
抽出
主
永
融市
聞
と
し
て
か
る
が
諜
り
で
あ
るo’

和
田
博
士
「
明
初
の
満
洲
経
略」
（
上）
二
二
O
頁o
（
荷
鮮
地
理
歴
史
軒
究
報
告、
第
十
四〉

「
明
初
に
於
け
る
女
官の
遼
東
移
住
に
就
て」
東
洋
史
皐
第
ご軒
（
九
大
東
洋
史
研
究
室
編）

言王

I 2 3 4 

vk
 

一
一

、

初

置
の

二

州

に

就

て

一宇r－－’一昨日一一一「ー

明
の
成
砲
は
靖
難
平
定
後
早
く
も
永
梁
元
年
に
累
積
江
下
流
奴
見
干
の
地
へ
招
撫
の
使
者
邪
艇
を
派
遣
し
た。
招
撫
は
北
浦
・
奥
瀬
の
瓦

陸
－

者
・
野
人
女
直
に
劃
し
て
だ
け
で
な
く
建
州
女
直
に
劃
し
で
も
行
は
れ
た。
否
成
組
の
女
直
招
撫
工
作
は
靖
難
の
佼
中
に、
更
に
湖
っ
て
洪
球

i 、



' 

句，，

二
十
八
年
の
周
興
の
冗
者
女
直
征
討
前
後
即
ち
燕
玉
時
代
か
ら
既
に
行
は
れ
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る。
燕
王
の
塘
難
。
軍
中
に
女
直
が
従
征
し
て

品ZZ

2

ゐ
た
と
と、
建
州
O
E
A四
阿
川山口
出
の
女
が
燕
王
の
後
宮
に
居ー
た
と
云
ふ
こ
と
は
そ
れ
を
示
し
て
十
分
で
あ
る。
併
し
女
直
招
撫
が
本
格
的
に
推

進
さ
れ
て
来
る
の
は
や
は
り
成
甑
即
位
以
降
で、
そ
の
結
果
績

之蹄
附
入
朝
し
τ

来
た
女
直
が
一鵡
康
街
所
に
編
成
さ
れ、
明
の
統
制
下
に
隷
属

さ
れ
て
行
っ
た。

是
等
の
朝
貢
女
直
の
う
ち
京
師
南
京
居
官
を
願
ふ
者
が
あ
っ
た
が、
南
方
は
議
候
炎
熱
な
る
を
以
て
特
に
関
原
に
ニ
城
を
置
い
て
是
に
居
ら

註
3

せ、
彼
等
を
出
身
部
落
に
よ
っ
て
編
成
し
自
治
的
に
統
轄
さ
せ
た。
乙
の
ニ
按
を
快
活
城
自
在
城
と
稀
し
た。
そ
の
設
置
は
永
柴
六
年
以
前、

恐
ら
く
永
紫
二
三
年
頃
ぜ
あ
っ
た
で
あ
ら
うo
と
の
二
城
が
安
楽
自
在
二
州
の
先
縦
で
あ
る。
さ
て
二
披
が
関
原
の
何
蕗
に
置
か
れ
た
か－、

「
披」
と
は
何
か
と
云
ふ
事
が
問
題
と
な
る
が、、
城
と
は
防
禦
建
建
物
と
し
て
の
城
壁
土
塀
木
柵
を
指
す
と
共
に
そ
れ
に
固
ま
れ
た
居
住
地
域

R

を
意
味
し、
或
は
城
を
中
心
と
す
る
一
定
の
行
政
地
域
を
指
す
場
合
も
あ
るo
併
し
明
に
は
城
と
云
ふ
行
政
機
関
乃
主
行
政
匝
域
は
な
い川
従

っ
て
快
活
自
在
ニ
城
の
場
合
は
披
の
本
来
的
な
意
味
の
一
定
の
障
壁
に
固
ま
れ
た
地
匿
を
云
ふ
も
の
と
思
は
れ
るo
併
し
今
か
L
る
城
壁
を
有

っ
た
二
披
に
相
営
す
る
叫慨
を
遼
東
志
・
関
原
勝
志
等
に
よ
っ
て
求
め
て
も
見
営
ら
な
い。
是
は
決
し
て
猫
立
の
械
が
二
つ
建
造
さ
れ
た
の
で
は

な
い
で
あ
ら
うo
二
城
設
置
の
明
質
録
D
本
文
も
「
特
命
於
関
原
昏
快
活
自
在
二
城」
と
あ
っ
て
二
城
が
新
建
さ
れ
た
と
は
思
は
れ
ぬo
後
文

忙
引
く
如
く
こ
の
こ
城
に
安
祭
自
在
二
州
治
が
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
が、
そ
の
二
州
治
は
関
原
城
内
北
部
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
従
っ
て

ニ
城
は
関
原
城
北
の
一
定
地
直
の
名
稀
で
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ。
そ
の
地
直
は
更
に
小
土
壁
か
木
柵
か
で
固
ま
れ
た
特
殊
地
底
冶
な

し、
快
活
城
自
在
披
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ら
う。
永
紫
以
降
の
来
蹄
者
は
こ
の
二
誠
に
房
屋
を
奥
へ
ら
れ
居
住
さ
せ
ら
れ
た。
二
披
は
東
北
諸

胡
の
居
留
地
で
あ
っ
たo
そ
の
統
治
機
関
は
別
に
設
け
ら
れ
て
ゐ
な
か
の
で、
恐
ら
く
関
原
の
三
高

遼修
二
衛
が
監
督
の
任
を
乗
ね
て
ゐ
た
も

の
と
思
は
れ
るo

永
楽
四
年｝一一
月
開
原
に
は
岨越
境
交
易
機
関
た
る
馬
市
が
開
設
さ
れ
東
北
諸
夷
の
馬
・
紹
鼠
皮
等
が
明
の
絹
布
・
穀
物
等
と
交
易
さ
れ
る
と
占

’
安
柴
自
在｝一
州
に
就
て
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安
柴
自
在
二
州
に
就
て

抗日～

五

八

に
な
っ
た。
馬
市
は
常
設
で
な
く
遼
東
志
に
よ
る
と
月
の
中一
定
日
敢
闘
か
れ
た
の
で
あ
る
が、
官
貿
易
の
後
に
は
私
貿
易
も
許
さ
れ
可
な
り

註
4

繁
栄
じ
た
様
で
あ
るo
遼
東
苑
馬
寺
が
設
け
ら
れ、
永
寧
等
六
監
苑
が
置
か
れ
た
の
が
同
じ
永
城市
四
年
で
あ
る
の
は
馬
市
の
官
買
馬
の
受
入
を

も
考
慮
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う。
か
く
て
関
原
に
集
る
克
良
恰
・
女
直
の
裁
は
急
激
に
増
加
し
た
と
思
は
れ
る

G

一
方
招
撫
政
策
の
進
展
に
よ
っ

て
女
直
の
朝
貢
は

ご殿
様
ん
と
な
っ
た。
是
等
明
園
に
往
来
す
る
女
直
中
来
持
移
住
を
願
ふ
者
も
増
加
し
従
っ
て
二
城
居
官
者
も
衣
第
に
増
加

し
た
に
遼
び
な
い。
更
に
招
撫
政
策
の
推
進
に
よ
っ
て
よ
り
多
く
の
京市
齢
者
を
迎
へ
る
事
が
明
で
は
諌
定
さ
れ
た
で
あ
ら
う。
か
く
て
永
業
六

dgvr’
 

年
五
月
安
繋
自
在
二
州
の
設
置
と
在
る
の
で
あ
る
。

二
州
設
置
を
諸
書
は
永
融市
七
年
と
し
て
ゐ
る
が、
明
賓
録
に
は
永
梁
六
年
五
月
（
甲
寅）
の
僚
に

，
命
干
遼
東
自
在
快
活
二
減。
設
自
在
安
楽
二
州。
毎
州
置
知
州
一
員
吏
目
一
一員。

と
あ
り、
、
次
い
で
六
周
（
乙
酉）
に

唱・

添
設
遼
東
自
在
安
越前
二
州
同
知
判
官
各一
員。

と
あ
っ
τ、
二
州
設
置
が
永
奨
六
年切
で
あ
っ
た
事
は
明
か
で
あ
る。
併
し
諸
書
が、
特
に
現
地
史
料
に
譲
っ
た
と
思
は
れ
る
遼
東
志
が
永
融市
七

年
読
を
と
る
の
は
関
原
に
於
け
る
州
治
の
関

誌が

永
繋
七
年
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う。
二
州
治
が
自
在
快
活
二
披
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
右
の

引
用
文
で
明
か
で
あ
る
が
そ
の
二
州
治
は
関
原
線士山
（
糊
豊）
（
説）
古
践
の
僚
に
よ
れ
ば

履
安
楽
州

桝

潜
確
類
書
云
υ

開一
冗
城
北
置
安
梁
自
在
二
州o
今
援。
肝

と
あ
っ
て、
関
原
城
内
の
北
部
に
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る。
と
の
事
は
快
話
自
在
二
披
も
局
じ
く
城
北
に
設
置
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
物
語
る。

ニ
州
に
は
夫
舟
知
府
・
吏
白
各
一
員
が
任
命
さ
れ、
六
月
広
同
知
・
判
官
が

婆訳
さ
れ
たo
明
史（

語）
職
官
志
に
よ
れ
ば
州
に
属

一勝泣
く

旦
が
三
十
以
下
の
時
は
知
州
・
吏
目
各
一
員
で
あ
り
）
属
豚
あ
れ
ば
判
官
を
添
設
し、
属
牒
あ
り、
旦
三
十
以
上
な
れ
ば
更
に
同
知
を
添
設
す

るo
旦
ハJ
直
隷
州
は
府
と
同
格
で
あ
る
が
属
州
は
阪府
と
同
格
で
あ
る。
懸
と
同
格
で
あ
る
が
そ
の
地
が
重
要
で
あ
れ
ば
州
に
設
定
さ
れ
る
の
で



唾

あ
る
o
安
梁
自
在
二
川
に
は
初
は
知
別
・
吏
宮
が
夫
々
任
命
さ
れ
たv

O

最
小
の
州
と
さ
れ
た
の
で
お
る
o

併
し
耐腕
骨切
な
く
州
と
泣
ら
れ
た
の
は

東
北
の
降
夷
を
受
撫
す
る
特
殊
重
要
注
行
政
機
関
で
あ
っ
た
矯
昨
相
違
な
い
。
し
か
も
翌
月
更
に
周
知
・
判
官
が
添
設、
さ
れ
た。

成
棋
が
二
州

を
重
闘
し
且
つ
期
す
る
所
も
大
き
か
っ
た
事
を
推
察
し
得
る
o

l

e
，

も

二
州
は
同
知
・
判
官
を
添
設
し
属
勝
争
る
大
州
ρ
機
構
を
有
っ
て
設
置
ぎ
れ
た
が
、
二
州
に
開局
懸
の
あ
っ
た
記
録
は
な
い
。

否
ニ
州
に
州
域

が
b
っ
た
か
否
か
も
不
明
で
あ
る。

明
代
遼
東
遼
西
広
は
軍
政
が
行
は
れ
遼
東
都
司
の
下
の
二
十
五
衝
に
分
治
さ
れ
て
ゐ
た。

ひ
と
り
安
楽
白

在
二
州
の
み
が
民
政
機
関
と
し
て
の
州
名
を
も
う
て
遼
来
都
司
に
属
し
て
ゐ
た。

関
原
は
元
末
の
威
不
採
の
地
で
叉
此
慮
に
は
開
元
路
治
が
農

安
か
ら
徒
さ
れ
開
城
し
て
ゐ
た。

明
初
に
は一
冗
の
遣
問肘
納
冷
出
の
一
黛
が
譲
っ
て
ゐ
た
が
洪
武
二
十
年
そ
の

降服
後
明
の
領
域
に
入
り、

洪
武

F

二
十
一
年一一一
姓
よ
り
退
還
し・
た
三
寓
衛
が
奮
開一
五
路
沿
城
に
置
か
れ
た。

次
、
で
二
十
六
年
牛
家
蛭
よ
り
遼
海
街
が
徒
さ
れ
た。
こ
の
前
後
に

詑
5

開
元
路
治
城
の
東
に
碍
遣
の
関
原
城
が
築
か
れ
二
衝
治
は
新
開
原
叫慨
に
徒
っ
たo

従
っ
て
元
の
威
平
燃
の
地、

逆
に
云
へ
ば
清
代
関
原
廊
の
地

を
三
寓

鐙綜
ニ
衛
が
分
割
統
治
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

永
柴
七
年
二
州
が
設
置
さ
れ
そ
の
二
衝
の
地
域
に
兎
に
安
楽
州
域
と
自
在
州
域
と
が
分

制
定
界
さ
れ
た
と
は
思
は
れ
な
い
し
、

そ
れ
を一
示
す
記
録
も
見
営
ら
ぬ。

元
来
二
州
統
治
の
掛
象
は
快
活
自
在
二
城
に
在
る
新
附
夷
人
で
あ
っ
＼一

た。

彼
等
の
居
住
が
二
城
に
限
定
さ
れ
て
ゐ
て
二
披
以
外
広
は
掠
が
っ
て
ゐ
－な
か
っ
た
と一
式
ふ
確
か
な
史
料
は
な
い
。

併
し
明
で
は
彼
等
を
極
日

カ
一
地
匿
に
集
住
さ
せ
よ
う
と
し
た
事
は
次
に
も
述
べ
る
如
く
で
あ
る
か
ら、

二
州
初
置
営
時
の
彼
等
の
居
住
は
専
ら
快
活
自
在
二
城
に
限
ら

れ
た
と
見
て
誤
り
な
い
。

と
す
れ
ば
初
置
ニ
州
の
州
域
と
は
ニ
城
そ
の
も
の
に
過
ぎ．
な
か
っ
た
の
で
あ
る。

ニ
州
設
置
鵡
後
か
ら
女．
直
の
開
原
移
住
が
増
加
し
た。

永
梁
六
年
よ
り
同
十
年
ま
で
に
明
貫
録
に
記
録
さ
れ
た
も
の
D
み
で
も、

考
郎
克
・

札
肥
河・
甫
児
河
・
γん
者
・
克
旦
桑
山
・，
建
州
・
禾
屯
吉
・
友
帖
・
ト
魯
克
・
乞
塔
河
・
ポ
刺
何
・
忽
石
門
・
替
卒
河
・
阿
刺
山
等
の
諸
衡
か

ら
十
八
回
の
多
き
に
及
ん
で
ゐ
る。

か
く
て
快
活
自
在
二
披
が
是
等
の
来
蹄
者
を
牧
容
し
切
れ
な
く
た
っ
た
の
で
あ
ら
う。

明
貫
録、
水
禁
十
年

四
月
ハ
庚
午）
の
僚
に
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安
祭
自
在
＝
州
に
就～
て

命
築
遼
東
関
原
百
門
二
城 。
以
庭
縫
粗
之
蹄
附
者。

ど
あ
っ
て 可
鯖
降
者
安
置
の
魚
の
居
腎
地
直
の
接
張
が
行
は
れ
て
ゐ
る
0
4

「
縫
制一
之
防
附
者」
の
縫
制一
は
後
越
の
如
く

本
義
組
り
の
北一克
の
後

の
縫
鞄
で
は
な
く 、
東
北
諸
胡
を
含
め
て
北
方
塞
外
人
の
意
味
で
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る 。
本
来
の
縫
担
の
降
虜
は
京
師
や
腹
裏
地
方
に
居
住
さ
せ

ち
れ
決
し
て
関
原
に
は
役
さ
れ
て
ゐ
な
い
し 、
明
貫
録
に
表
れ
る
限
hy
関
原
に
安
持
さ
れ
た
の
は
女
直
が
主
で
あ
る 。
従
っ
て
と
の
「
・縫
描一
乙’

錦
附
者」
の
賞
罷
は
女
直
で
あ
る
が
そ
れ
は
暫
く

措
き 、
と
の
時
西
門
二
城
を
築
い
た
と
は
洪
武
末
築
造
の
関
原
城
の

西芳
に
城
壁
が
伸
展
さ

れ 、
そ
ζ
忙
二
城
が
建
設
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う。
こ
の
二
城
は
安
戦前
自
在
二
州
に
或
は
快
活
自
在
ニ
城
に
鈎
一躍
す
る
二
披
で ．
あ
る
に
相
違
な
い 。

遼
束士山（

功）
建
置士山
・

城
池
の
僚
に
よ
る
と 、
関
一原
…誠
一は
「
閃
奮
土
披」
り

修
築
し
週
国
十
二
塁一一
十
歩
と
云
ふ 。
大
清一
統士
れ
同
じ
く

「
因
奮
祉」
り

修
築
と
心
て
ゐ
る
舟一
週
四国
は
十一一
豆
二

士宮
一
塁
の
差
を
記
録
し
て
ゐ
る 。
所
が
関
原
勝
志（

齢制… ・）
は「
因
蓄
土
城
之
束」

り
修
築
と
し
週
間
は
何
れ
も

十
三
塁
二
十
歩
と
し
て
ゐ
る
。

是
は
何
れ
が
正
し
い
か
と
云
へ
ば
位
置
に
就
て
は
関
原
牒
志
の
方
が
正
し
い
の
で

あ
る 。
或
は
遼
東
志
に
「
閃
一醤
土
披」
と
あ
る
の
は
「
肉
奮
土
披
乙
東」
の
意
味 一に
解
す
べ
き
で
あ
ら
う 。
と
云
ふ
の
は
同
書（

ヰ）
地
理
志
・

古
践
の
僚
に
は

開
元
按
（
額
脱）
に
註
し
て
「
在
関
原
城
一四
門
外」
と
あ
る
か
ら 、
関
原
城
山仏
関
元
路
治
披
た
る

宮
土
携
の
束
に
接
し
て
築
城

さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る。
換
言
す
れ
ば
明
の
関
原
城
の
西
門
外
に
は
元
の
開
元
妓
の
遺
壮
が
在
ワ
売 。
永
業
十
年
の
西
門
ニ
披
は
鴻
ら
く
こ
の

奮
闘
元
城
の
東
部
を
修
築
し
開
原
城
に
援
額
さ
せ
た
の
で
あ
ら
う 。

遼
東
志
附
圏
「
関
原
地
理
乙
園］
を
見
る
と
三
高
遼
海
ニ
街
治
の
在
る
本

披
の
西
門
外
に
南
北
は
本
城
と
等
し
い
長
方
形
の
外
城
が
援
績
し
た
形
を
示
し
て
ゐ
る o
し
か
も
関
原
城
の
説
明
に
は
か
L
る
形
を
示
唆
す
る唖

語
は
な
い。
是
は
二
衛
治
の
あ
る
方
が
本
来
。
関
原
城
で 、
従
う
て
遼
東
志
の
関
原
城
の
註
は
こ
の
本
城
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
り 、

西
門
の

外
城
は
後
設
の
も
の
で
或
は
別
名
で
呼
ば
れ
た
別
械
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
は
せ
る

Q

後
に
雨
者
を一
に
し
て
関
原
被
と

稀
し
た
矯
西
の
外
披

名
は
忠
れ
ら
れ 、
而
も
関
原
城
の
説
明
に
は
本
披
の
記
録
が
そ
の
ま
L
用
引い
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う。

開
原
城
の
週
閣
も
本
城
0 ．
み
で
は
十
三
塁

二
十
歩
で
あ
っ
た
が 、
後
世
の
記
録
で
十
三
塁
二
十
歩
と
す
る
＠
は
外
一吸
を
加

完
貫
測
の
結
果
で
あ
ら
うo
関
原
豚
志（

鵬）
は
関
原
凶械
の
週

【 、 ‘F
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得

園
十
二
塁
二
十
歩
と
記
し
な
が
ら
後
文
で
「
今
按
其
地
週
園
十
三
塁
二
十
歩」
と
追
記
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る。
と
の
附
闘
に一部
さ
れ
た
西
の
外

、
、

城
と
そ
永
雄市
十
年
西
門
外
に
展
築
さ
れ
た
二
城
で
あ
る
と
思
は
れ
る。
若
し
以
上
の
考
察
が
営
っ
て
ゐ
れ
ば、
、決
壊
十
年
関
原
披
の
南
北
の
城

壁
が
西
方
に
宇
里
延
長
さ
れ
嘗一
関
原
城
の
東
部
を
と
り
込
ん
で
此
庭
に
ニ
域
が
建
設
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る。

ポ

西
門
外
新
二
披
と
快
活
自
在
二
城
主
の
関
係
は
如
何。
奮
二
城
は
そ
の
ま
ま
存
捜
し
新
二
披
は
十
年
以
降
の
京市
蹄
者
を
受
入
れ
た
の
で
あ
ら

う
か。
併
レ
未
定
で
あ
る
新
来
跡、
者
の
震
に
二
携
が
展
築
さ
れ
た
と
は
思
へ
な
い。
「
慮
縫
鞄
之
時
附
者」
と
は
従
来
の
蹄
附
者
全
部
が
此
慮

に
慮
か
れ
た
と
解
さ
れ
る。
従
っ
て
蓄
二
域
の
居
習
者
は
翠
げ
て
新
ニ
城
に
徒
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う。
降
夷一
を
集
住
統
轄
し
よ
う
と
す
る
明
。

政
策ー
が
と
と
に
も
窺
は
れ
る。
と
の
時
快
活
自
在
ニ
披
名
も
新
ニ
城
に
移
さ
れ
た
に
蓮
ひ
な
い。
併
し
二
披
が
関
原
城
に
接
績
し
て
ゐ
て
関
原

城
の
名
で
線
稀
せ
ら
れ、
叉
二
披
が
安
繋
自
在
二
州
の
名
で
稀
さ
れ
た
震
に
そ
の
城
名
は
早
く
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る。
ニ
州
治
が

と
の
時
同
じ
く
西
門
新
二
挽
に
移
さ
れ
た
か
否
か
は
記
録
が
な
く
て
判
然
し
な
い
がι
関
原
勝
志
が
城
北
に
在
っ
た
と
偉
へ
て
ゐ
る
の
に
よ
れ

ば
是
は
徒
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う。
併
し
永
業
十
年
以
後
の
二
州
は
西
門
外
の
新
快
活
自
在
二
城
の
降
夷
を
統
治
し
た
の
で
あ
るo，

降
夷
の
居
留
地
と
云
ふ
同
性
格
の
二
州
が
問
。
関
原
に
何
故
並
置
さ
、れ
た
か
も
問
題
で
あ
る。
一一
州、
並
置
の
先
行
保
件
と
し
て
二
城
並
置
が

見
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
二
州
二
城
の
並
置
は
結
局
同
じ
由
来
を
も
つ
わ
け
で
あ
る。
二
州
並
置
に
闘
櫛
し
て
直
ぐ
想
起
さ
れ
る
の
は
関
原
に

於
げ
るコ一
高
遼
梅
ニ
衝
の
並
置
で
あ
る。
と
の
こ
衛
と
ご
州
と
が
闘
係
が
あ
る
と
推
測
す
る
の
は
営
然
で
あ
ら
う。
果
じ
で
明
賓
銭
正

統λ
年

三
月
ハ
甲
成）
の
僚
に
J

遼
東
穂
兵
官
都
替
食
事
曹
義
奏。
永

鶏間
関
原
械
設
立
安
楽
自
在
ニ
州。
毎
州
額
除
官
吏
凶
員
名。
専
令
撫
安
三
寓
遼
海
二
衛
鶴
降
達
官

人
等。
一宮
云。

と
あ
り、，
ニ
州
並
置
が
二
衛’
並
置
に
由
来
す
る
事
を
明
か
に
し
て
ゐ
る。
即
ち

安楽
自
在
二
州
は
専
ら一ニ
寓
遼
海
二
衛
蹄
降
達
官
人
等
を
撫
安

せ
し
む
る
鏡
花
設
立
さ
れ
た
と
云
ふ。
恐
ら
くコ一
高
衛
蹄
降
建
宮
人
を
安
柴
州
が、
遼
海
衛
蹄
降
達
官
人
を
自
在
州
が
撫
安
し
た
のヂ
で
あ
ら
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ぅ。
ご
州
設
置
以
前
快
活
自
在
二
誠
に
安
持
さ
れ
た
降
夷
に
謝
し
て
は
特
別
の
統
治
機
関
は
設
け
ら
れ
歩、
総
合
て
二
衛
が
二
一吸
を
分
携
統
治

し
た。
快
活
城
居
留
者
が
三
寓
街、
自
在
披
居
留
者
が
遼
海
衡
の
監
替
下
に
hゆ

か
れ
た
様
で
あ
る。
と
れ
が
こ
と
に
云
ふ
三
高
衛
蹄
降
達
官
人

で
あ
り
遼
梅
街
陣
降
遼
官
人
で
あ
るo
達
官
人
と
は
後
越
の
如
く
外
人
官
吏
外
夷
入
の
意
で
そ
の
費
削胞
は
女
医
で
あ
う
た。
北
浦
に
謝
す
る一
二

L

寓
遼
海
二
衛、
中
南
満
に
謝
す
る
銭
嶺
東
寧
ニ
街、
問疋
が
明
の
潟
例
経
皆
の
前
衝
で
あ
り
封
女
直
出
先、
機
関
の
先
端
で
あ
っ
た。
従
っ
て
降
夷

が
三
高
遼
梅
東
寧
等
の
衝
を
通
巳
て
来
蹄
し、
そ
れ
等
の
衡
の
所
在
地
に
居
住
さ
せ
ら
れ、
そ
の
監
督
制
御
の
下
に
道
援
間
接
に
明
の
謝
女
直

政
策
の
一
助
と
な
る
様
に
考
慮
廃
置
さ
れ
た
こ
と
も
営
然
で
あ
る。
震
際
二
州
の
女
直
は
後
述
の
如
く
自
由
な
遅
外
交
通
交
易
に
よ
っ
て
仲
介

貿
易
を
替
む
う
ち
に
女
直
の
動
静
を
蔚
ら
し
或
は
招
強
煽
動
工
作
等
も
意
識
的
無
意
識
的
に
行
は
さ
れ
た
様
で
あ
る。
関
原
に
二
衛
が
設
置
A

れ、
犬
々
向調
自
の
立
場
で
来
院
者
を
牧
容
し
た
事
が
二
城
延
い
と
は
二
州
並
置
の
原
因
で
あ
ジ
た
の
で
あ
るひ

和
田
博
士
「
朗
初
の
満
洲
経
時」
（
下）
八
七
＠
一
四
五
頁、
註一
九
等
参
照
ハ
漏
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
第
十
五〉

初
代
の
遼
東
鎮
守
太
監
王
彦、
後
軍
都督
同
知
王

撃
は
建
州
松
花
江
人
で
靖
難
に
従
狂
し
て
ゐ
るo
遼
東
志（
時）
官
師
志、
明
貫
録
永
柴
二
十
年
十

一一
月
（
庚
午）
参
照

明一
貫
録
永
柴
六
年
四
月（
乙
酉
叱
並
に
前
掲
「
明
初
に
於
け
る
女
直の
遼
東
移
住
に
就
て」
参
照

馬
市、
朝
貢
貿
易
に
就
て
は
別
に
専
攻
す
る。

遼
東
志・
地
政士
山ゾ
同
時喜
志‘
開
原

問主（
融
制
l

）
誠
池
等
参
照

大
情一
統
志
Z
F）
奉
天
－府
披
池

自主

1 2 3 4 5 6 

ii 

一
一

、

二
州
遠
官
人
と
そ
の
活
躍

，、， 

二
州
に
ー安
持
さ
れ
た
諸
夷
は
E
ん
な
民
族
か
ら
成
っ
て
ゐ
た
か。
明一
一統
志
＠
遼
東
志
等
は
新
附
夷
人
と
記
し
て
ゐ
る
が、
明
で
は
凶
夷
と

稲
し
て
外
民
族
全
部
を
意
味
し
た
例
も
あ
る
の
で
夷
人
と
あ
る
の
み
で
は
如
何
な
る
民
族
で
あ
っ
た
か
判
然
せ
ぬ。
併
し
普
通
に
は
東
夷
と
熱

ub？

？
、

L
 

S
 



し、
夷
人
と
は
東
方・
東
北
方
の
諸
民
族
を
指
す
の
で
新
附
夷
人
と
は
永
業
以
降
来
障
の
克
良
略
女
直
高
麗
等
を
云
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
想

M
M
U

司

A

像
さ
れ
が。
次
に
二
州
巴
安
置
さ
れ
た
民
族
を
明
賞
録
に
は
「
東
北
諸
盟、

一援
鞄
之
蹄
附
者」、
「
遼
官
入
等」
と
記
し、
更
に
趨
確
に
述
ぺ

て
「
安
楽
自
在
等

州女
直
野
人
縫
鞄」
「
縫
担
女
直
高
麗
寄
住
安
楽
自
在
州
官
軍」
と一去
っ
て
ゐ
る。
是
に
よ
る
と
民
偽
名
の
判
然
す
る
の
は

ー
女
直
轄
鞄
高
一麗
で
あ
る。
女
直
と
野
人
と
は
同
じ
通
古
斯
系
民
族
だ
が
是
を
二
つ
に
AA
け
て
云
へ
ば
前
者
は
溶
西
建
州
女
直
を、
後
者
は
回一副
議

’
江
方
面
の
女
直
を
指
ナ。
又
こ
こ
に一式
ふ
縫
鞄
は
東
北
諸
胡
主
も
云
は
れ
て
ゐ
る
の
で
中
閣
の
東
北
浦
洲
に
居
た
冗
良
川山口
三
衡
を
指
す
事
は
明

か
で
あ
る。
故
元
の
遺
民
で
減
洲
に
土
著
し
た
者
は
勿
論
と
の
中
に
入
る
で
あ
ら
う。
高一
麗
は
洪
武
二
十
五
年
李
成
桂
纂
位
の
後
は
朝
鮮
と
な
，

象

る
が、
そ
の
民
族
は
其
後
も
高
一践
と
稿
さ
れ
た
事
は
清
初
の
柳
漫
結
時
等
に
「
高
田品
五
市」
等、
と
云
ふ
語
が
見
ゆ
る
事
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ

毘
2

る。
こ
こ
に
云
ふ
高
麗
は
李
朝
建
園
に
際
し
減
刑
方
面
に
亡
命
し
た
高
麗
園
人
を
指
す
か
或
は
明
代
俗
に
土
高
麗
と
稿
し
た
関
原
北
方
土
著
民

を
指
す
か
明
か
で
な
い
が、
と
に
角
女
直
、と
異
な
る
畿
四組
系
民
族
を
云
9
た
も
の
で
あ
る。

以
上
に
必
る
と
二
州
の
降
夷
は
女
直
克
良
冷
高
露
で
あ
る。
所
が
明
貫
録
に
は
永
梁
六
年
頃
か
ら
二
城
二
州
に
京市
蹄
を
願
ひ
許
さ
れ
た
者
を

載
せ
て
ゐ
る。
景
泰
末
年
ま
で
を
限
っ
て
見
る
と
そ
れ
等
の
殆
ん
E
全
部
は
女
直
で
あ
り、
E
統
十一
年
六
月
に
克
良
川常
三
衡
の
一
党
る
泰
寧

衡
の
達
子
革・
列
寄
が
尊
家
来
館
し
てず
自
在
州
に
安
持
さ
れ
た
の
が
貫
録
に
見
え
る
冗
良
略
の
自
在
州
安
置
の
最
初
の
例
で
あ
る。
し
か
も
こ
の

時
自
在
州
は
既
に
関
原
よ
り
遼
陽
に
徒
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
関
原
ニ
州
安
掃
の
克
良
恰
の
例
は
賢
録
に
は
見
え
な
い
の
で
あ
る心
冗
良
恰
は
遼
東

で
は
慶
事
に
多
く
安
置
さ
れ
た。
同
じ
く
高
富
の
ニ
州
安
婦
の
記
録
も
貫
録
に
は
見
え
な
い。
記
録
に
な
い
と
て
克
良
時
高
麗
の
二
州
居
留
が

な
か
っ
た
主
は
云
は
れ
歩、
明
賞
録
に
も
「
安
端末
自
在
等
州
女
直
野
人
縫
担」
「
総
鞄
女
直
高
麗
寄
住
安
楽
自
在
州
官
軍」
と
あ
る
の
で
若
干

の
瓦
良
略
高一
践
が
二
州
に
安
持
さ
れ
て
ゐ
た
の
は
確
か
で
あ
るo
併
し
ニ
州
居
留
者
の
大
部
分
は
女
直
で
あ
っ－
た
と
見
て
誤
り
な
い。

ニ
州
居
留
民
が
女
直
を
主
と
す
る
に
も
拘
ら
やJ
目見
を
「
縫
粗
之
蹄
附
者」、
或
は
「
達
官
人」
と
稀
す
る
の
は
何
故
か。
「
遼
官
人
」
の
遼
は

縫
で
あ
り
縫
鞄
の
鞄
を
省
略
し
た
も
の
で
あ
る。
明
貫
録
に
は
蓮
官
・
遼
寧
・
縫
担
官
軍
・
遼
子
等
の
語
が
頻
繁
に
出4て
京ゆ
る。
縫
担
・
克
良
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日常
・
瓦
刺
等
北
方
民
族
の
来
臨
者
で
授
官
さ
れ
た
者
が
達
官、
兵
と
な
っ
て
ゐ
る
者
が
遼
寧
で
あ
る
β

そ
れ

悶竹外
の
個
々
の
北
方
民
は
達
子
と

呼
ば
れ
るo
成
組
の
纂
位
に
は
克
良
川山口
・
女
直
の
援
助
が
大
き
か
っ
た
し、
そ
の
即
位
後
の
招
撫
や
北
征
等
の
結
果
来
臨
し
明
軍
の
有
力
な
構

成
分
子
と
な
り、
或
は
北
京
南
京
共
他
に
移
住
居
留
し
た
北
方
民
は
多
敢
に
上
っ
た。
そ
の
影
響
す
る
所、
「
脅
倫
胡
制」
し
「
脅
倫
明
俗ト一

能
3

し
「
以
中
国
乙
人
数
犬
戎
之
俗。
忘
貴
従
賎」
と
云
は
し
む
る
程一
で
あ
っ
た。
漢
官
・
漢
寧
・
漠
人
に
謝
し
て
謹
官
・
露
軍・
達
子
が
明
人
に

強
く
意
識
さ
れ
た
に
蓮
ひ
な
い。
否
明
。
建
図
ぞ
の
も
の
が
元
を
北
方
に
迫
ハJ
て
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
り、
北一
克
と
の
艶
立
緊
張
。
中
に
園
家

が
税収
国民
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る。
明
人
の
意
識
に
は
北
方
民
族
が
大
き
く
投
影
し
て
ゐ
た
筈
で
る
る。
そ
の
北
方
民
族
の
代
表
は
勿
論
故一
克
の

後
た
る
縫
翻一
で
あ
っ
た。
隣
組
が
北
方
民
投
の
代
名
詞
と
し
て
用
引い
ら
れ
る
の
は
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
ら
う。
瓦
刺
も
克
良
川山口
も
達
子

で
あ
り、
そ
の
蹄
降
者
は
建
官、
蓮
寧
と
呼
ば
れ
た。
か
く
て
達
官
連
軍
は
北
方
人
官
吏
北
方
人
兵
士、
更
に
外
人
官
吏
外
人
部
隊
の
意
味
を

d

も
有
つ
様
に
な
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る。

女
直
も
屡
々
「
遺
臣一
「
遼
賊」
「
達
達」

「
遼
子
」
と
呼
ば
れ
た
例
は
殆
ん
吉
見
営
ら
ぬ
が、

副
首

4

達
子
除問
堅
金附」
と一
三
の
が一
つ
あ
る。
併
し
是
は
克
者
右
衛
に
達
子
（
一一
一伸一
収）
が
隷
属
し
て
ゐ
た
エ」
も
考
へ
ち
れ
る
の
で
女
直
か
否
か

判
然
時比一
ぬ。
，次
に
明
貫
録
一止
統
六
年
三
月（
岬）
恒
牢
一向
衛

宮田
一帖
木
児
仏口
館一寸
が
京
師
を
鮮
臨
すウ
る
に
際
し
て
「
命
一麓
勅
及
絞
段
一一衣
装
蹄
mm
共
在

街
建
匡」
と
あ
る
達
区
は
明
か
に
女
直
の
授
官
さ
れ
た
者
を
指
す。
叉
有
名
な
建
州
右
衛
都
替
凡
察
の
子
ト
花
禿
が
遼
陽
主
犯
し
た
時
は
「
達，

註
5

賊
F
花
禿」
と
云
ひ、
或
は
皇
明

経済
文
録
に
も

不良
仏口
三
街
遠
山肌
と
並
べ
て
「
港
一四
一連
日竺
と
云
っ
て
ゐ
る。
更
に
遼
束中一山（
埼）
建
置
志
・

公
署
の
僚
に
撫
順
所
馬
市一

”を思
げ、
是
を
「
建
達
馬
市」
と
稿
し
て
ゐ
るo
同事一一日
同
念
の
撫
順
闘
に
就
て、
「
在
撫
順
所
東一一一
十
塁、
建
州

夷
人
朝
貢
出
入。」
と
註
し
て
ゐ
る
如
く
撫
順
馬
市
は
建
州
女
直
を
相
手
と
す
る
馬
市
で
あ
る
ω
に
命
是
主
「
遼
遠」
馬
恥
と
云
ふ
の
で
あ
るo

女
直
も
北
方
諸
民
挨
の
代
名
詞
た
る
民
義
の
縫
担
〈
遼
遠）
の
中
に
匂
合
さ
れ
る
事
は
明
か
で
あ
るo
否
既
に
元
代
黒
龍
江
下
流
域
の
女
直
が

水
達
遣
と
縛
さ
れ
た
事
は
飴
り
に
も
有
名
で
あ
り、
女
直
が
達
達
と
呼
ば
れ
る
縁
由
は
開店
に
擦
る
と
も
恩
へ
る
の
で
あ
る。
景
泰
二
年
入
明
し

「
達
官」
と
呼
ば
れ
る。

「
克
者
右
衛、



詩
8

た
日
本
人
も
女

i

直
を
「
皆
服
馬
皮
似
縫
担
人
」
と一
去
っ
て
ゐ
る
か
ら
爾
者
は
外
見
的
に
も
似
た
所
が
あ
っ
た
ら
し
，

い
。

か
く

女
直
が
遼
建
と
呼

ば
れ
建
区
達
践
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
か
ら 、

二
州
寄
住
諸
夷
中
女
直
が
大
多
数
で
あ
っ
た
に
拘
ち
ゃJ
）

「
縫
担
之
蹄
附
者」
と
か
「
遼
官
人

」
と
か
呼
ば
れ
た
事
は
別
に
不
思
議
で
は
な
い

。

明
容貝
録
忙
よ
れ
ば
永
繋
以
降
直
統
七
年
ま
で
に
明
圏
内
に
来
蹄
し
た
女
直
の
出
身
街
は
全
滅
各
地
に
及
ん
で
ゐ
て 、

そ
の
安
挿
地
は
関
原
・

京
師
・

東
寧
衛
・

海
州
衛
等
で
あ
る
が 、

回
数
の
最
も
多
い
の
は
関
原
に
三
十
九
回ハ
二
州
に
三
十
六
回
三
高
衛
に
三
回）’ 、

次
い
で
京
師
に
三

十一
二
回 、

東
寧
衛
に
十
三
回 、

海
州
衝
に
は
僅
か
に
一
回
で
あ
る
。

更
に
こ
の
期
の
最
後
の
正
統
七
年
に
は
南
京
へ
の
安
置
が
一
回
行
比
れ
て

ゐ
る 。
（
こ
の
他
に
遼
東
と
の
み
あ
っ
て
安
静
地
の
判
然
し
な
い
も
の
五
回〕。

彼
等
の
来
鯨
は
皐
獄
の
場
合
が
多
く 、

又
は
数
人
数
十
人
が
倶

に
来
蹄
す
る
場
令
も
あ
り 、

更
に
妻
子
家．
属
を
同
伴
す
る
場
合
も
あ
っ
て
時
に
数
百
人
に
及
ぶ
事
も
あ
っ
弁
が
是
は
京
師
移
住
の
例
に
多
く 、

関
原
移
住
は
妻
子
家
属
を
同
伴
し
た
例
は
少
い

。

貫
録
に
記
載
あ
る
例
の
み
で
三
十
六
回
に
上
る
二
州
来
邸
入
戸
は
こ
州
が
有
名
で
あ
る
に
反

し
て
飴
り

多
く
な
い
の
で
あ
る
が
E
確
な
戸
数
は
解
ら
ぬ 。

た
だ
明
費
録
景
泰
三
年
九
用
ハ
庚
成〉
D
僚
に
見
ゆ
る
提
督
遼
東
軍
務
副

都御
史

冠
深
の
上
奏
に

関
原
等
慮
安
挿
来
蹄
夷
人
四
百
飴
戸 。

恐
後
盆
多
難
以
鈴
制 。
一
試
云
。

註
7

，
と
あ
る
の
が
唯
一
の
史
料
で
あ
る

。
と
の
他
に
兵
部
傷
害
予
謙
の
遼
東
防
禦
疏
に

就
於
透
東
自
在
州
並
東
寧
等
慮
城
壁
安
挿
者
動
以
千
数 。
一
式
云。

主
あ
る
が 、

是
は
五
刺
の
女
直
制
躍
に
よ
る
景
泰
二
’
三
年
の
亡
命
的
京市
儲
者
に
就
て
述
べ
た
数
で
し
か
も
関
原一
一
州
に
は
無
関
係
と
思
は
れ

る
の
で
暫
く

措
くo

今
一
つ
の
遼
東
志（

識）
兵
食
志
・

武
備
の
僚
に

口

安自

在

－
千
五
百
三
十
九

リ十i

戸

柴

!fl'! 

戸’

口

一
千
二
百
六
十

安
: V柴

i

自

�＋I 
に
就
て

六

五
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安
柴
自
在日一

州
に
就
て

と
あ
る
が、

こ
の
自
在
州
は
既
に
遼
陽
徒
治
後
で
あ
る
か
ら
そ
の
戸
口
は
関
原
ニ
州
に
は
闘
係
な
く、

ひ
と
り
安
楽
州
戸
口
が
関
原
二
州
を
合

せ
た
も
の
で
あ
る
。

但
し
こ
の
数
は
遼
東
志
編
纂
営
時
即
ち
弘
治
嘉
靖
頃
の
戸
口
数
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。

六

六

遼
東
志
に
事
げ
た
戸
口
が
戸
数
で
－あ
る
か
口
敏
で
あ
る
か
、

口
数
と
し
て
も
綿
口
数
で
あ
る
か
批
ア
数
戸
あ
る
か
明
瞭
で
な
い
が
、
r

各
衡
の

馬
隊
・
歩
隊
・
屯
田
・
煎
盤
・
妙
織
軍
額
の
合
計
と
戸
口
敏
と
を
比
較
す
る
と
総
口
数
で
b
る
に
違
い
な
い
。
（
考
詮
略
すvo

と
す
れ
ば
安
楽

州
の
戸
口一

千
二
百
六
十
も
縞
口
数
で
あ
る
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。

景
泰
三
年
四
月
女
直
指
揮
の
高
担
勃
禿
等
玉
名
が
家
岡崎
ご
十
四
人
を
率
ゐ
て

註
S

来
蹄
し
、

同
年
六
月
建
州
・
梅
西
θ
夷
人
十
六
名
が
男
婦
五
十
七
人
を
伴
っ
て
来
節
し
て
ゐ
る
。

と
D
五
名
或
は
十
六
名
が
夫
々
一
戸
を
成
ず

と
す
れ
ば
一

戸
平
均
前
者
は
六
人
弱、

後
者
は
五
名
溺
と
な
る
。

二
州
来
齢
者
の
戸
口
構
成
が
右
例
と
向
。
で
あ
っ
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る

が
、

二
州
民
は
車
濁
来
蹄
と
見
ら
れ
る
例
が
多
い
の
で
設
置
営
初
の
家
族
口
敏
は
比
較
的
小
さ
か
っ
た
と
思
は
れ
る
。

併
し
数
年
数
十
年
の
問

に
は
平
常
的
な
家
族
構
成
を
有
っ
た
に
違
い
な
い
。

今
一

戸
平
均
五
人
と
す
れ
ば
関
原
安
城市
州
の
一

千
二
百
六
十
口
は
大
韓
二
百
五
十
戸
前
後

と
な
る
。

是
が
嘉
靖
初
の
関
原
降
夷
の
戸
数
で
あ
る
。

さ
て
五
統
年
聞
の
瓦
刺
の
南
下
京
侵
は
満
洲
の
女
直
を
も
動
揺
さ
せ
、

格
に
は
女
医
も

明
還
に
侵
冠
し
た。

明
で
は
遼
東
の
降
夷
の
動
静
に
注
意
し
そ
の
慮
置
に
苦
慮
し
た。

景
泰
三
年
以
後
は
新
来
蹄
者
の
関
原
安
置
は
殆
ん
E
行

は
れ
な
く
な
っ
た。

即
ち
景
泰
初
の
関
原
降
夷
の
同戸
数
は
そ
の
後
殆
ん
E
増
加
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
右
。

従
っ
て
嘉
靖
初
の
安
地帯
州
戸
数
は
大

慢
そ
の
ま
ま
景
泰
初
ま
で
朔
ら
せ
得
る
。

E
統
八
年
か
ら
景
泰
三
年
五
月
ま
で
に
数
回
の
安
楽
州
安
掃
の
記
録
が
あ
る
の
で
、

正
統
七
年
頃
ま

で
に
関
原
二
州
に
安
置
さ
れ
た
戸
数
は
二
百
五
十
戸
よ
り
若
干
少
な
く、

二
百
二一一一
十
戸、

口
数
千
録、

即
ち
一

州
に
は
大
約
百
一
・

二

十

戸、

五

二ハ
百
人
情一
安
持
さ
れ
て
ゐ
た
と
推
察
さ
れ
る。

さ
て
先
掲
冠
深
の
上
奏
に
関
原
等
魔
に
安
挿
じ
た
京市
蹄
夷
人
の
戸
数
を
四
百
徐
戸
と
あ
る
が
、
え廷
を
関
原
二
州
の
戸
数
と
見
れ
ば
右
に
推
定

し
た
景
泰
初
の
関
原
安
楽
州
戸
数
二
百
五
十
戸
よ
り
透
か
肥
多
く、

先
の
推
定
は
崩
れ
て
景
泰
初
の
関
原
降
夷
戸
数
四
百
飴
戸
が
嘉
靖
初
に
至

っ
て
約
二
百
五
十
戸
に
減
少
し
た
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
寧
ろ
若
干
の
戸
口
増
加
は
自
然
増
加
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
が
減
少
は
考
へ
ら
れ
ぬ
。

＼ 

、
＆
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自
在
州
徒
治
の
際
も
官
吏
の
み
が
徒
さ
れ
て
降
夷
は
徒
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る。
元
燕
冠
深
の
上
奏
文
は
子
議
の
遼
東
防御肘
疏
に
遼
東
安
挿

達
人
並
に
将
来
の
京市
蹄
者
の
慮
置
謝
策
を
建
策
さ
せ
ん
と
し
た
の
に
癒
じ
た
も
の
で
あ
る。
従
っ
て
「
関
原
等
庭
安
持」
の
語
は
子
識
の一疋
ふ

所
を
受
け
て
関
原
を
始
め
東
寧
等
諸
衝
の
城
壁
に
安
挿
し
た
降
夷
全
て
を
匂
合
し
て
ゐ
る
と
見
ね
ば
散
ら
ぬ。
先
越
の
如
く
正
統
七
年
ま
で
の

「
東
寧
衛
京市
蹄
は
関
原
・
京
師
に
・次
い
で
多
く、
二
州
計一一一
十
六
回
に
劃
し
て
三
分
の一
の
十
三
回
を
記
録
し
て
居
り、
従
っ
て
そ
の
安
置
戸
数

も
七
・
八
十
戸
に
上
。
た
で
あ
ら
う。
そ
の
後
E
統
末
か
ち
景
泰
初
期
に
は
子
議
が
千
を
以
て
数
ふ
と
云
っ
て
ゐ
る
大
量
の
女
直
来
腸
者
が
あ

り、
そ
の
大
部
分
は
遼
陽
以
南
に
安
持
さ
れ
た
の
で
景
泰
三
年
九
月
冠
深
の
上、
奏
時
に
は
遼
陽
安
置
戸
数
は
百
数
十
戸
に
な
っ
た
で
あ
ら
う。

こ
の
外
こ
の
期
に
海
州
・
蓋
…州
・
金

川、
復
州
等
部開
衡
に
安
〕持
さ
れ
た
戸
数
も
可
な
り
あ
っ
た。
是
等
を

墾則
し
て
「
関
原

宮崎
安
持
家

屋央

iz
畠g

fyf

A

j

－

入
国
百
飴
戸」
と
云
は
れ
た
の
で
あ
る。
故
に
こ
の
四
百
飴
戸
は
先
の
関
原
の
景
泰
初
の
推
定
戸
数
約
二
百
五
十
戸
主
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な

’
く、
返
っ
て
推
定
の
略
と
疋
し
い甲
事
を
詮
し
て
く
れ
る
様
に
思
は
れ
る。
以
上
の
考
察
ぬ
し
て
大
過
な
い
と
す
れ
ば
遼
東
降
夷
の
戸
口
の
費
動
’
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は

さ誌
の
如
く
ま
と
め
ら
れ
る。
（

警ナ
は
勿
論
大
略
で
あ
る

0）
と
の
表
は（
均
一話
一崎
庄司

コサ一
時
町一

一課
－M一
民

J

抱
一一
時）
決
し
て
E
確
な
も
の

で
は
な
い
が、
大
躍
を
推
察
し
得
る
と
思
ふo
初
程
二
州
の
戸
口
は
意
外
に
思
は
れ
る
程
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る。

時ず

来
齢
者
肱
封
ず
る
明
の
待
遇
は
甚
だ
厚
か
っ
たo

遣
は
来

壁
際
し

程
・
襲
衣
・
鞍
馬
l

室
・
什
器
・
薪
米
・
牛
平
等
を
賜

給せ
ら

＼， 

、

.,;l,J ,. 

安
柴
自
在
二
州
に
就
て

六
戸
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中
山

八

れ、
更
に
授
職
や
襲
陸
職
が
行
は
れ
た。
特
に
二
州
安
持
者
は
種
々
の
特
権
を
享
受
し
て
ゐ
たo
二
州
居
留
者
協
州
籍
に
附
せ
ら
れ
た
の
で
あ

4字

、

る
か
ら
衛
籍
は
な
か
っ
た。
従
っ
て
彼
等
は
明
の
武
官
職
を
奥へ
ら
れ
乍
ら・
衡
の
額
軍
挑
摘
を
菟
れ
民
人
的
地
位
を
亨
，一倍
し
た
も
の
と
思
は
れ

も
こ
の
事
は
遼
来
志（
詩）
兵

芸
・
武

宮

古

豪
州
自
在
州

管

室

長
定
が
な
い
事
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
り、
倫
ニ
州
が
千
戸
所

百
戸
所
等
の
軍
政
単
位
に
編
成
さ
れ
歩、
民
政
機
関
と
し
て
の
州
制
を
採
ク
た
事
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る。
但
し
二
州
遠
官
人
に
は
招
集
雫

註
日

註
川岬

躍脚
佼
の
途
が
彼
等
の
自
由
意
志
陀
任
せ
て
開
か
れ
て
ゐ
た
様
で
あ
り、
又
有
事
の
際
は
二
州
か
ら
官
軍
の
挑
濯
も
行
は
れ
て、
戦
闘
要
員
確
保

充
賓
と一五
ふ
明
の
招
撫
目
的
は
充
分
某
さ
れ
て
ゐ
た
様
で
あ
る。
併
し一
癒
形
。
上
で
は
衛
籍
を
省
か
れ
て
軍
役
は
菟
除
さ
れ
て
ゐ
た
も
の
と

思
は
れ
る。
彼
等
が
臆
佼
し
た
場
合
官
職
相
蛍
の
俸
根
が
奥
へ
ら
れ
た
筈
で
あ
る
が、
臆
佼
し
て
ゐ
な
い
場
合
も
授
官
相
営
の
停
根
が
奥
へ
ら

駐
日

れ
た
か
否
か
は
問
題
で
あ
る。
鳥
文
升
の
撫
来
安
夷
大
略
に
は
降
夷
を
ニ
州
に
居
ら
せ、
「
皆
量
授
以
官。
任
其
耕
獄。
歳
給
停
如
共
官。」
と

安
柴
自
在
ニ
州
に
就
て

あ
っ
て
二
州
連
官
人
は
耕
機
生
活
主
管
み
つ
つ
即
ち
践
校
し
て
ゐ
な
い
で
も
伴
料
が
給
奥
さ
れ
た
如
く
云
っ
て
ゐ
る。
併
し
是
は
信
じ
難
い。

今
詳
細
に
述
べ
る
紙
教
を
有
た
ね
が
彼
等
が
俸
根
を
給
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
の
は
正
統
十
年
前
後
か
ら
の
事
で、
目見
は
二
州
の
性
格
の
鑓
化
即

ち
後
越
の
二
州
の
朝
貢
貿
易
構の
抑
制
蓬
外
自
由
交
通
交
易
構
の
禁
止
等一
連
の
降
夷
封
策
の
結
果、
従
来
商
業
に
活
躍
し
て
ゐ
た
二
州
連
宮

人
の
活
動
が
不
可
龍
に
な
り、
そ
の
不
満
緩
和
主
救
済
の
潟、
更
に
こ
の
頃
か
ら
激
化
し
た
瓦
刺
・
冗
良
府
・
女
直
の
侵
冠
に
翻
し
て
彼
等
を

動
員
し
た
震
に、
給
俸
が一
般
化
じ
て
京め
た
も
の
と
思
は
れ
る
G

二
州
最
大
の
特
権
は
そ
の
朝
貢
貿
易
構
と
選
外
自
由
交
通
交
易
穫
の
承
認
で

あ
っ
た。
ニ
州
連
官
入
が
朝
貢
に
活
躍
し
た
事
は
後
文
に
述
べ
る
が、
こ
の
事
は
彼
等
が
還
外
女
直
諸
衡
と
同
じ
く
朝
貢
貿
易
を
明
朝
か
ら
公

認
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
物
語
る。
，次
い
で
謹
外
自
由
交
通
交
易
の
承
認
は
決
の
一
文
で
明
か
で
あ
る。

上
議
行
在
兵
部
臣
目。
近
遼
東
縁
漫
官
軍
多
出
境
市
馬。
以
援
夷
入。
其林一同
域
之。
今
後
非
奉
朝
廷
文
書
而
怠
出
境
者。
庭
以
重
刑。
共

ιr
F’
i
 

守
臣
不
巌
管
束
者
？
論
罪
如
律。
若
安
楽
白
在
等
州
女
直
野
人
縫
鞄
欲
出
境
交
易。
不
在
此
例。

是
に
明
貫
録、水
禁
六
年
四
月
己
酉
の
俸
を
参
照
す
れ
ば、
二
州
連
官
人
は
州
縛
門
に
申
告
す
る
事
に
よ
っ
て
自
由
に
建
外
に
往
来
出
来
た
も
の

‘ 、ー 、 一一也..t·
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と

思
は
れ
る。

二
州
連
官
人
は
是
等
D
特
擢
を
充
分
に
行
使
し
活
躍
し
た。
，次
に
永
鶏
末
か
ら
景
泰
末
ま
で
む
彼
等の
朝
貢
表
を
掲
げ
る。
ハ
後の
自
在
州

管

層とな
る東寧衛館降建官人の活躍も一括して
掲
げる

。

）

ベ！？
東 自 安

計
寧 在 柴

永 柴 21 。 。 1 
22 1 』ー一一一1

。

一-Ii!
3 

洪 隈 元 1 1 2 
笠 徳 元 3 2 リ。 8 

2 4 3 4 11 

3 4 。 ら一
4 1 2 。 3 
5 1 2 4 
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7 。 1 

一
.2 

8" ] .2 1 4 

9 2 1 ,] 4 
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正 統
1

元 。 。 。 。

場 2 。 。 。 。

1 ,3 � 4 
4 只
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。

一一
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9 。、 3 4 
10 。 。 。 。

11 。 1 .2 
12 

一
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13 。 。
I 

14. 。 。 。 。

景 泰 元
一

。 。 。 。

.2 。 。

3 。 。 。 事 。
'I 

4. 。 。 ] 

5 。 。。

、 6 。 。 。 。
一

「可ー7 。 。 。

ヌ順 ，元 。 。 。 。

現
貫
録
事記
載
さ
れ
た
朝
貢
回
数 、
従っ
て
朝
貢
の
寅
際は
是
主
り
も
多
か
っ
た
で
あ
ら
うo
安
柴
自
在
州
が
倶
に
朝
貢
し
た
場
合
は
各
州
夫
一々
回
と
し

て
あ
るo
尚一
回
の
朝
貢
人
数
を
明
記
L
た
も
の
は
な
い
が ‘
東
寧
衝
の
一
例
は
九
十
数
人
仁
及
ん
だ
も
の
も
あ
る。

伺
後
文
に一再
ふ
如
く
E
統
八
年
自
在
州
は
遼
陽
に
徒
さ
れ、
東
寧
衛
来
爵
者
を
管
属
す
る
O

L

宣
徳
末
年
か
ら
正
統
二
年
ま
で
三
年
間の
中
絶
期
を
除
い
て 、
永
掛端
末
年
か
ら
正
統
六
・

七
年
頃
ま
で
は
二
州
遠

官人
が
如
何
に
頻
繁
に
斬

ー

貢
を
行
っ
た
か
は
此
の
表
に
明
か
で
あ

る

。
特
に
成
組の
雄
闘
を

縫
い
だ
宣
宗
の
封
外
積
極
策
は
数
回
に
及
ぶ
奴
児
干
招
撫
軍の
税収
遺
ハ
重
修

永
寧
寺
碑の
存
在） 、
建
州
左
衛
童
猛
寄
帖
木
児の
招
撫
等
で
有
名
で
あ

る

が 、
その
結
果
港
外
女
直
諸
衡の
朝
貢

も

盛
ん
と
な
っ
た。
そ
れ
に

臨
じ
て
安
柴
自
在
二
州
の
朝
貢

も

増
加
し

て

ゐ
る 。
し
か

る

に
宣
徳
十
年
に
至
り

ニ
州
ハ
並
に
束
寧
衛〉

の
朝
貢
が
中
絶
す
る。
此
の
中
絡
は

安
柴
自
在
二
州
に
就
τ

、
J

． 
司n
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町、 1

七

O

。
安
柴
自
在一一
州
に
就
て

ニ
州
等
降
夷
の
朝
貢
だ
け
で
な
く
遅
外
女
直
の
全
て
に
亘
る
の
で
あ
っ
て、
宣
徳
九
年
の
女
直
朝
貢
記
銭
四
十
数
回
に
射
し
て
十
年
に
は
僅
か

に
七
・
八
回
を
数
へ
る
に
過
ぎ
ぬ。
是
は
宣
徳
十
年
五
月
立
宗
の
溺
御
に
よ
り
明
の
封
外
策
が
治
極
退
嬰
化
し
た
こ
と
に
よ
る
事
勿
論
で
あ
る

が、
と
の
時
明
は
東
北
諸
夷
の
朝
貢
制
践
を
行
っ
た
の
で
あ
る。
明
資
銀
宜
徳
十
年
八
月
ハ
己
酉）
の
僚
に
見
ゆ
る
遼
京
総
兵
官
忍
凱
の
奏一一一ロ

塗
情一
A
事
中
に

冗
良
仏官
三
衛
達
子
井
海
西
野
人
女
直
等
遠
京市
朝
貢。
近
奉
勅
樽
節
止
許
二
三
EA
o

多
不
過
二
十
人。
共
儀
従
人
悉
留
闘
外。
其
間
慈
冠。

蒙
恩
師
久
二
旦
阻
尾
必
生
疑
惑。
請
自
今
外
夷
慕
義。
悉
一癒
来
一割。
桝

上
皆

訓告やバ諸問。

と
あ
る
に
よ
れ
ば
明
か
に
冗
良
川山口
女
直
の
朝
貢
を
抑
損
ず
る
勅
命
が
遼
東
に
下
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る。
併
し
急
激
な
制
限
質
施
が
選
外
諸
衛

に
狩
へ
る
衝
動

p・
混
乱・
反
抗
等
を
憂へ
た
出
先
機
闘
の
意
見
に
よ
っ
て
一
臆
は
援
め
ら
れ
たo
E
統一
克
年・
二
年
の
女
直
の
朝
貢
は
再
び
元
F

に
復
し刈
返
っ
て
回
数
を
増
し
て
来
て
ゐ
る。
二
州
の
朝
貢
中
絶
も
矢
張
り
と
の
宣
徳
十
年
の
朝
貢
抑
損
の
結
果
で
あ
る
と
恩
ふ。
中
絡
が
三

年
に
亘
っ
た
の
は
遅
外
諸
衛
よ
り
も
強
く
明
の
統
制
を
受
げ
る
立
場
に
あ
っ
た
魚
で
あ
ら
う。
併
し
E
統
三
年
に
は
再
び
朝
貢
を
始
め
て
E
統

五
・
六
年
の
如
き
は
最
も
回
数
多
く
朝
貢
し
て
ゐ
る。
此
の
間
に一
瓦
緩
知
さ
れ
た
朝
貢
制
限
政
策
は一
一暦
強
力
に
推
進
さ
れ
る
様
巳
な
っ

た。
正
統
二
年
の
使
臣
制
限
は
一
衛
多
く
も
四
・
五
人
と
大
縮
減
の
線
を
出
し、
，次
い
で
正
統
四
年
に
は一
年
A

貢
又
は
三
年一
貢
θ
回
数
制、

位
向M

践
を
附
加
じ、、
と
L

に
遷
外
女
直
の
朝
貢
は
禁
止
的
な
制
限
を
受
け
る
事
と
な
っ
た。
明
が
か
か
る
制
限
策
を
採
る
に
至
っ
た
の
は
経
済
的
・

、青

軍
事
的
な
営
時
の
圏
内ふ
園
際
事
情
に
よ
る
の
で
あ
る
が、
そ
の
詳
細
は
専
攻
論
文
に
譲
り、
と
の
制
限
策
は
迭
に
関
原
の
特
模
地
直
安
楽
自

A

在一一
州
に
も
及
さ
れ
た。
明
昔、
録
E
統
六
年
二
月
（
戊
寅）
の
僚
に一宮
ふ
G

行
在
錦
衣
街
帯
俸
都
指
揮
食
事
陳
友
等一一日。
遼
東
束
寧
衛
及
安
業
自
在
二
州
寄
住
達
官
人
等。
累
年
進
貢
Q

不
限
時
月。
多
帯
家
人。
貧

国
賞
賜。
所
趨
勢
援
軍
民。
坊
嬢
農
務。
乞
勅
遼
東
鎮
守
綿
兵
等
官。
一様
令
今
後
皆
候
農
際
乙
時
進一民。
勿
容
多
帯
家
人
の
陸
前
弊。
従

之
。



、、

\ 

ヘ
と
と
に
ニ
州
と
並
ん
で
東
寧
衡
の
名
が
見
え
る
事
は、
東
寧
街
寄
住
建
官
人
が
二
州
遠
官
人
と
向
性
格
を
有
つ
も
の
で
あ
っ
た
事
を
物
語
るo

彼
等
も
朝
貢
表
に
示
し
た
如
く
二
州
達
官
人
と
全
く
同
様
に
朝
貢
を
瞥
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
る一。
彼
等
の
時
月
を
限
ら
ぬ
自
由
な
朝
貢
活
問闘
が
こ。
%

の
時
抑
へ
ら
れ
そ
の
人
数
も
制
限
さ
れ
て
あ
る。
し
か
も
と
の
制
限
は
賓
際
は
更
に
巌
し
く
且
つ
強
行
さ
れ
た
ら
し
く、
そ
の
結
果
正
統
七
年

以
後
の
ニ
州一
衛
り
朝
貢
は
激
減
し、
正
統
九
年
を
過
ぎ
る
と
五
・
六
年一
貢
程
度
に
な
っ
て
来
る
o
倫
東
寧
衡
の
朝
買
が
E
統
八
年
以
後
見

ら
れ
な
い
の
は
後
遺
の
如
く
自
在
州
管
属
と
な
っ
た
震
で
あ
る
o
以
上
の
二
州、一
衡
の
朝
貢
制
限
は
併
し
又
遣
に一式
へ
ば
営
時
僅
か
三
百
飴
戸

に
過
ぎ
泣
か
っ
た
新
附
建
官
人
が
如
何
に
朝
貢
貿
易
に
活
躍
し
て
ゐ
た
か

主示
す
も
の
で
あ
る。
．

彼
等
の
朝
貢
品
は
「
貢
馬L
「
支
馬
及
方
物」
と
記
さ
れ
女
直
諸
衡
と
同
じ
く
馬
が
主
で
あ
っ
た。
方
物
と
は
満
洲、
土
産
の
紹
鼠
皮
・
豹
皮

註
M

等
を
云
ひ、
民
珠
の
貢
献
も
あ
っ
た
様
で
あ
る
が
人
参
の
名
は
未
だ
見
ら
れ
な
い
。
是
等
の
朝
貢
品
を
彼
等
が
如
何
に
し
て
入
手
し
セ
か
で、
あ

る
が、

関
原
境
内
に
於
て
採
集
・
生
産
す
る
事
は
考
へ
ら
れ
ね。
馬
は
一
部
は
二
城
外
の
平
野
で
牧
養
さ
れ
た
で
あ
ら
う
が、
頻
繁
な
朝
貢
に
ノ，

貢
献
さ
れ
た
馬
の
大
部
分
は
遷
外
産
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う。
方
物
は
勿
論
漫
外
産
の
も
の
で
あ
る。
か
か
る
貢
献
品
を
ご
州
連
官
人
が

入
手
す
る
に
二
つ
の
方
法
が
あ
っ
た。
一
つ
は
開
原
馬
市
に
於
け
る
交
易
で
あ
り、
他
は
蓬
外
に
出
掛
け
て
行
っ
て
交
易
す
る
方
法
で
あ
るo

ニ
州
蓮
官
人
が
関
原
馬
市
で
活
躍
し
た
明
詮
は
な
い
が、
ニ
披・
二
州
の
設
置
が
馬
市
の
開
設
と
相
前
後
し
て
居
り
そ
の
聞
に
密
接
な
闘
係
が

推
関
さ
れ
る
の
で、
彼
等
が
馬
市
で
活
躍
し
貢
献
品
を
入
手
し
た
で
あ
ら
う
と
と
は
疑
い
な
い。
控
外
交
易
で
は
ニ
州
の
遅
外
自
由

明日温
交
易

の
特
権
が
充
分
犯
行
使
さ
れ
た
に
蓮
ひ
な
い
。
関
原
は
満
洲
交
通
の
－
要
地
で、
こ
こ
か
ら
東
北
満
洲
各
地
へ
結
び
ク
く
事
が
出
来
た。
是
等

の
交
通
路
線
を
泊
。
て
彼
等
は
減
洲
各
地
に
交
通
往
来
し
交
易
し
得
た
の
で
あ
る。
永
築
年
間
北
浦
弗
提
衛
械
に
商
衰
の
存
在
が
見
ら
れ
る

時、
東
流
松
花
江
下
流
地
坊
の
「
坐
商」
の
存
在
は
尚昆
か
疑
問
と
す
る
も
交
易
の
震
に
こ
の
地
方
を
往
来
す
る
「
行
商」
は
多
か
っ
た
で
あ
ら

うσ
蛍
時
減
洲
の
女
直
が
要
求
す
る
物
貨
は
中
関
産
の
絹
布
・
衣
服
＠
器
具
等
で
あ
っ
たσ
是
等
の
物
質
を
鷲
ら
し
女
直
と
交
易
す
る
商
人
と
γ

し
℃
先
づ
漢
民
鉄
が
考
へ
ら
れ
る
が、
漢
民
族
は
外
林一同
に
よ
っ
て
漣
外
交
通
を
禁
止
さ
れ
て
ゐ
た。
従
っ
て
中
園
産
の
諸
物
貨
を
以
て
選
弁
ι

安
柴
自
在一一
州
に
就
て

，

七
一
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安
祭
自
在一一
州
に
就
て

そ；

自
由
に
交
易
し
得
る
最
も
有
利
な
俊
件
を
有
つ
者
は
二
州
連
官
人
で
あ
っ
た
ξ
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

「
弗
提
斤
六
城
之
地
」

に
往
来
し
た
商
裏
一

院
も
二
州
連
官
人
が
多
く
混
っ
て
ゐ、
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

最
後
に
ニ
州
遠
官
人
の
活
躍
と
し
て
翠
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、

明
の
女
直
招
撫
へ
の
協
力
で
あ
る
。

有
名
な
奴
児
干
の
永
寧
寺
碑
記
に
は
安

禁
州
千
戸
の
玉
児
ト、

木
苓
克、

ト
塁
階、

衛
銭
撫
ο
阿
可
塁、

阿
刺
ト、

百
戸
の
阿
刺
帖
木、

某、

所
鎮
撫
の
要
因
塔、

把
禿
不
花、

付
塁

阿
里
寄
出、

百
戸
の
瀦
禿
口
等
の
名
が
見
え
て
居
り
、

重
建
永
寧
寺
碑
記
に
は
不
明、
文
字

設
ロ

が
多
く
判
然
せ
ぬ
が
同
む
く
二
州
建
官
人
の
名
が
連
っ
て
ゐ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

彼
等
は
永
梁
十
年
冬
の
亦
失
峰、

張
童
児
等
の
奴
見
予
行
に

従
征
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
前
の
九
年
春
の
亦
失
格
の
第
一

回
の
奴
児
干
招
撫
に
も
従
行
し
た
で
あ
ら
う
し、

叉
宣
徳
年
間
の
二
回
以

上
に
及
ぶ
亦
失
惜
の

奴
児
子
行
に
も
従
行
し
た
で
あ
ら
う
Q

更
に
洪
関川
元
年
に
行
は
れ
た
束
寧
街
指
揮
食
事
金
聾
の
建
州
左
衛
童
猛
豆町
帖
木
見

註
初

、

招
撫
に
は
自
在
州
指
揮
食
事
木
京口
克
が
従
行
し
て
ゐ
る
。

是
等
の
従
行
者
は
恐
ら
く
そ
の
招
撫
地
方
の
出
身
者
で
あ
る
か
、

又
は
漣
外
交
易
に

位
、

火
羅
孫、

自
在
州
千
戸
の
某、

時
弗
口
的、

そ
の
地
方
に
往
来
し
て
ゐ
た
者
で
、

そ
の
地
方
の
事
情
に
詳
し
く
或
は
交
渉
の
便
宜
主
も
有
っ
て
ゐ
て
案
内
者
を
兼
ね
て
偽
行
者
と
し
て
選
ば

れ
た
の
で
あ
ら
う
。

か
か
る
招
撫
従
行
は
記
録
に
残
ら
ぬ
も
の
で
こ
の
他
に
も
多
か
っ

た
に
蓮
ひ
な
い
。

こ
の
外
に
遅
外
交
易
の
際
児
間
接
的

に
招
撫
の
役
割
を
果
し
た
事
も
多
か
っ
た
様
で
め
る

Q

二
州
建
官
人
の
朝
貢
が
遺
外
諸
衡
と
倶
に
行
は
れ
て
ゐ
る
事
が
あ
る
が
、

t

そ
の
現
れ
と

見
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

元
来
二
州
来
齢
の
女
直
は
来
節
以
前
に
邸
に
明
よ
り
授
官
さ
れ
て
ゐ
る
者
が
多
い
が
、

こ
の
事
は
彼
等
が
来
僻
以
前
段
に
再
三
朝
買
を
行
っ

て
ゐ
た
事
を
物
語
る
o，
更
に
二
州
寄
住
後
も
朝
貢
白

馬
市
・

蓬
外
交
易
等
に
活
躍
し
て
ゐ
る
の
で
、

二
州
議
官
人
は
著
し
く
商
人
的
性
格
を
有

駐
日目

つ
も
の．
で
あ
っ
た
と
云
は
ざ
る
を
得
な
い

G

筆
者
は
先
の
論
文
で
二
州
在
住
者
の
商
人
的
性
格
を
採
り
上
げ、

そ
れ
故
に
二
州
が
衛
的
ハ
軍
政

的
・

軍
事
的
〉

な
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
事
を一
五
ひ
乍
ら、
一

方
二
州
来
日脚
の
戸
口
を
過
大
広
見
積
っ
た
故
に
二
州
居
住
者
の
一

部
分
が
商
人

的
存
在
で
あ
り、

大
部
分
は
軍
役
に
挑
補
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
考
へ
た
。

併
し
二
州
戸
口
を
検
討
し
て
み
る
と
意
外
に
少
な
い

の

で

あ

、！
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る
。
し
か，
も
額
軍
挑
補
も
な
く
て
州
の
管
岡崎
下
に
民
人
的
地
位
を
享
受
し
た
の
で
あ
る
か
ら、一
そ
の
一
部
は
招
集
軍
其
他
に
膝
佼
し
た
と
し
ー

も、
寧
る
大
多
数
が
快
活
自
在
二
城
を
根
擦
に
耕
綴
生
活
を
営
む
と
共
に
朝
貢
・
馬
市
・
遅
外
交
易
等
の
商
業
活
動
を
仔
っ
て
ゐ
た
も
の
と
見

ざ
る
を
得
な
い
。
と
の
商
人
的
性
格
が
開
原
初
置
二
州
居
住
者
の
特
徴
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が、
五
統
年
間
の
朝
貢
制
限．

女
直
侵
冠
等
位
基

因
す
る
遷
外
交
易
の
制
約
等
に
よ
り
，次
第

にA間
業
活
動
が
不
可
龍
と
な
り、
一
方
選
防
の一

の
動
員
即
ち
馬
操
額
軍
の
設
定、

招
集
軍
臆
役
の

増
加
等
に
よ
り、

彼
等
の
商
人
的
性
格
は
失
は
れ、
二
州
も
次
第
に
小
さ
な
街
と
し
て
の
ハ
千
戸
的
或
は
百
戸
的
μ
性
格
を
有
つ
様
に
な
っ
τ

行
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

註
I
，
皇
朗
経
済
丈
録
ハ
遼
東
編〉
貌
換
の
「
遼
東
遷
夷」
に
は
東
夷
と
し
て
朝
鮮
』

女
直
・
克
良
恰
を
皐．
c
o

2

間
前。
李
承
尉
「
陳
言
遺
務
琉」
参
照

明
貫
録
正
統
七
年
十
二
a

月
己
丑、
躍
部
備
書
胡
様
等
ω
奏
文
参
照

明
賃
銭

景
泰
二
年
二
月
戊
成

前
出
ハ
遼
東
編）
李
承
「
遼
東
援
蕗
残
破
謹
城
疏
略」

稲
葉
博
士
「
満
洲
護
蓮
史」
一
八
O
頁
、

皇
明
耀
湾
丈
録
ハ
遼
東
編〉

明
貫
録、
景
泰一一一
年
四
月
壬
唱、
開
六
月
丙
成

金
遼
志（
地）
兵

政志
に
は
遼
防
副
総
兵、
開
原

霊山
部
下
の
兵
が
自
在
州、
安
柴
州
か
ら
も
招
集
さ
れ
て
ゐ
る
眠、
遼
東
志（
諸）
兵
食
志
・
武
備
の
僚

の
河
東
集
軍
が
同
じ
｛
招
集
軍
で
あ
る
か
ら、
是
に
二
州
か
ら
臆
設
し
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
o
借
金
遼
志
・
兵
政
志
は
安
柴
自
在
二
州
に
馬
操
額
を
記

じ
て
ゐ
る
が
遼
東
志
に
は
見
え
夕、
関
原
ニ
州
並
置
時
代
に
は
な
か
づ
た
も
の
左
思
は
れ
るo

明
貫
録

永
柴
十
九
年
六
月
（
庚
申）
の
僚
参
照

皇
朗
経
済
文
録（
遼
束、
編）、
明
貫
録．
E
統
十
四
年
中十
月
ハ
乙
亥〉
広
見
伊
る
侍
講
劉
定
之
の
上
言
に
も
「
岡
田
降
胡。
往
年
以
来。
降
胡
皆
留
居
京

師。
授
以
官
職。
給
以
金
俸o」
左
あ
り、
降
胡
が
金
俸
を
給
奥
さ
れ
た
と一式
ワ
て
ゐ
るO

ノ

明
貫
録

永
柴
十
六
年
九
目、（
戊
申
朔）、
及
び
前
回
拙
稿
参
照

関
貫
録

E
統一一
年
十
月（
発
未
三
同
四
年
八
月
ハ
乙
未V
の
僚
参
照

＼ 
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祭
自
在
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州
に
就
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安
柴
自
在
二

州
に

就
て

遼
東
志
（
浦
）
外
志
＠
外
夷
貢
献
の
貫
一物
中
に
也
入
基一
の
名
が
見
え
な
い
o

箭
内
博
士、
「一
克
明
時
代
の
漏
測
交
通
路
」
ハ
満
測
歴
史
地
理
第
二
編
Y

R
野
教
授
「
夫
儀
園
考
」

六
章
二
節
ハ
史
淵
第一一一
十
四
輯
〉

等
参
照

明
賃
録

永
柴
十
二
年
九
万
戊
子
の
僚
参
照

内
藤
博
士
「
奴
見
干
永
寧
寺
二
碑
補
考
」
（
讃
史
叢
録
所
載
〉

羅
幅
一晩
「
荷
捌
金
石
志
」
（
鳩
）

明
貫
録

洪
照一
元
年
十
二
月
（
丁
亥
）

宜
徳一
元
年
正
月
ハ
戊
午
）
の
候・
参
照

前
出
拙
稿

四
、

自
在
州
徒
治
と
降
夷
封
策
の
麓
化

正
統
期
の
招
撫
に
到
す
る
治
極
的
態
度
i

朝
貢
人
数，
や
回
数
D
制
限
等
女
直
樹
策
の
務
化
は
ニ
州
に
も
鑓
化
を
興
へ
た。
明
貫
録
正
統
五
年

五
月
ハ
壬
寅
朔
）

拡

裁
省
遼
束
郡
司
安
戦前
自
在
二
州
同
知
判
官
各
二
員。

と
あ
る
に
よ
れ
ば、
永
城市
六
年
六
月
添
設
さ
れ
た
同
知
と
判
官
は
裁
撤
さ
れ
て
ゐ
る
G

永
嘆
の
積
極
招
撫
政
策
に
よ
っ
て、
増
加
す
る
来
踊
者

を
充
分
受
け
入
れ
得
る
様
に
最
大
の
州
精
門
組
織
を
も
っ
て
設
註
さ
れ
た
ニ
州
は
こ
の
頃
ま
で
に
僅
か
に
二
州
計
二
百
三
・
四
十
戸、
約｝
千

飴
の
来
障
者一
を
安
置
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た。
E
統
に
な
っ
て
は
来
館
を
歓
迎
し
な
い
態
度
に
鑓
じ
た
の
で
あ
る
か
ら、
と
の
時
冗
員
整
理
が

行
は
れ
た
の
で
あ
ら
う。
か
く
て
二
州
は
知
州
と
吏
自
に
ょ
う
て
統
治
さ
れ
る
最
小
州

組織
と
な
ハJ
た。

と
の
官
吏
裁
省
は一
歩
進
め
る
と
同
性

皆お
二
州
並
置
を
改
め
て
併
合
統一
に
ま
で
至
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る。

摩
し
た
瓦
刺
は
南
侵
を
企
園
し
て
克
良
川貯
に
手
を
伸
し
て
来
た。
脆
駄
の
後
を
継
い
だ
也
先
は
冗
良
川肝口
を
手
先
と
し
て

正統
七
年
に
は
康
寧
地

方
を
侵
冠
し
た。
強
大
と
な
っ
た
瓦
刺
の
勢
力
は
や
が
て
は
冗
良
恰
を
超
え
て
女
直
に
仲
さ
れ
る
の
は
必
然
で
奇
る
し、
事
賓
伸
さ
れ
て
来

た。
と
の
北
還
の
情
勢
に
関
し
て
明
で
嘗
然
問
題
と
な
る
の
は
蓬
内
来
院
D
北
方
諸
民
旋
へ
の
針
策
で
あ
る。
遼
東
に
限
っ
て
云
へ
ば
ニ
州
の

一
方
是
よ
り
先
漠
北
を
制

i 
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降
夷
集
圏
と

東寧
衛
等
師
降
女
直
集
圏
と
が
そ
の
謝
策
を
必
要
と
し
た。
特
に
遼
陽
に
は
百
戸
に
近
い
降
夷
が
居
る
の
に
専
門
の
統
治
機
闘
が

／
な
い
の
で
統
轄
機
闘
の
必
要
が
痛
感
さ
れ
て
来
た
で
あ
ら
う。
そ
と
で

官吏
裁
省
を
行
っ
た
二
州
の
関
原
並
遣
を
や
め
て
そ
の
一
州
を
遼
陽
に

徒
し、
そ
の
地
の
降
夷
を
撫
安
す
る
方
策
が
遼
東
匂
出
先
機
関
で
立
案
さ
れ
た
の
で
あ
る。
明
貫
録
正
統
八
年
三
月
ハ
甲
成）
に

遼
東
綿
兵
官
都
替
食
事
曹
義
奏。
永
城市
間
関
原
城
設
立
安
楽
自
在
二
州。
毎
州
額
除
官
吏
四
員
名。
古車
令
撫
安
三
寓
遼
海→一
衛
院
降
蓮
宮

人
等。
主ハ
東
寧
衛
蹄
降
遼
官
人
等
子
安
楽
州
管
属。
其
自
在
州
官
吏
徒
於
遼
束
郡
司
在
減。
設
立
傍
門。
撫
安
東
寧
衛
持
附
近
海
州
議
陽

中
等
衛
齢
降
蓮
官
人
等。
庶
震
雨
使。
章
下
吏
部。
移
文
左
副
都
御
史
李
溶
覆
審。
包
如
義一
言。
従
之。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る。
右
に
よ
っ
て
自
在
州
の
遼
陽
徒
治
が
E
統
八
年
三
月
で
あ
っ
た
事
が
知
ら
れ
るリ
総
う
て
ニ
州
の
関
原
並
置
は
永

業
六
年
か
ら
正
統
八
年
ま
で
約
三
十
五
年
間
に
亘
っ
た
の
で
あ
る。
と
の
時
徒
さ
れ
た
の
は
官
吏
の
み
で
管
属
下
の
達
官
人
は
関
原
に
残
さ
れ

た
の
で
あ
る。

さ
て
右
奏
文
の
前
文
は
ニ
州
並
置
に
関
騎
し
て
第
二
章
で
検
討
し
た
が、
自
在
州
徒
治
の
問
題
を
究
明
ナ
る
必
要
上
再
び
金
文
を
検
討
す
．．
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るo
奏
文
に一玄
ふ
東
寧
衛
蹄
降
蓮
官
人
の
考
察
は
省
略
す
る
が、
是
は
や
は
り
永
柴
以
降
の
来
蹄
者
を
指
す
の
で
あ
る。
先
越
の
如
く
永
業
以

降
の
来
臨
女
直
は
二
州・
京
師
に
次
い
で
束
寧
衡
に
安
持
さ
れ
た。
来
障
の
際
の
賜
輿
等
は
ニ
州
と
同
じ
で
あ
っ
たσ’
E
統
六
・
七
年
に
は
束

寧
衛
蹄
降
は
七
・
八
十
戸、
四
・
五
百
人
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら、
自
然
遼
陽
城
内一
隅
に
狭
小
な
集
圏
居
住
地
匿
を
喝な
し
て
ゐ
た
の
で
は

凶凶川崎

育園且．

怠
い
か
と
思
は
れ
る。
も
っ
と
的
確
に
云
へ
ば
そ
の
地
直
は
遼
陽
披
の
北
城
即
ち
束
寧
衡
治
の
在
城
内で
あ
っ
た
で
あ
ら
うσ
彼
等
を
安
置
し
ソ

党

東寧
衛
城
壁
の
城
と
は
と
の
遼
陽
北
叫慨
を
指
す
に
遺
ひ
な
い
し、
徒
さ
れ
た
自
在
州
が
同
じ
く
北
披
の
北
門
（
無
敵
門）
を
通
ーヂ
る
大
街
。

住
－

西
に
建
置
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
G

さ
て
奏
文
を
見
る
に
「
其
東
寧
衛
蹄
降
濯
官
人
等。
子
安
楽
州
管
属」
と
砂
る
が
是
は
賞
に
不
可
解
な
文
で
あ
る。
東
等
衛
達
官
人
を
安
楽

州
に
管
属
と
は
何
時
の
事
で
あ
ら
う
か。
ニ
州
関
原
並
置
時
代
ハ
過
去）
の
事
で
あ
ら
う
か。
自
在
州
徒
治
後、ハ
上
奏
時
よ
り
将
来）
の
事
を
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一
式
ふ
の
で
あ
ら
う
か
。

今
時
稀
を
過
去
に
と
っ
て
考
へ
て
み
る
と
そ
の
前
文
で
二
州
は一
ニ
寓
遼
海
二
街
障
降
達
官
人
を
「
専
令
撫
安
」

と一
式
ひ

乍
ち
東
寧
衛
遠
宮
人
を
も
安
楽
州
に
管
嵐
せ
し
め
た
と
云
ふ
の
は
矛
盾
で
あ
る
。

是
で
は
「
専
令
撫
安
」

と
は一
去
へ
な
い
。

又
東
等
街
遼
官
人

は
遼
陽
に
居
り
、

そ
れ
を
管
属
統
治
す
る
震
に
自
在
州
を
遼
陽
に
徒
す
と一
五
ふ
の
で
あ
る
か
ら、

E
統
八
年
以
前
に
は
彼
等
は
州
に
よ
っ
て
は

管
属
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
援
に
思
は
れ
る
。

或
は
安
楽
州
が
管
属
し
て
は
ゐ
た
が
関
原
で
は
監
督
が
困
難
で
あ
る
か
ら
徒
冷
す
る
と
云
ふ
の

. ＇『 、 ？
' 
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で
あ
れ
ば
寧
ろ
安
楽
州
を
徒
す
べ
き
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う。

更
に
安
城市
州
に
管
麗
さ
せ
た
と
す
れ
ば
東
等
街
遼
官
人
は
快
活
自
在
二
城
居
留
者

と
同
じ
く
州
籍
に
上
さ
れ
て
安
楽
州
遠
守
人
と
稿
3
れ、

東
寧
衛
達
官
人
の
名
稀
は
消
失
す
る
筈
で
あ
る
。

し
か
る
に
先
掲
朝
貢
表
の
如
く
彼

等
ぽ
束
寧
衛
達
宮
人
と
し
て
二
州
遠
官
人
と
並
ん
で
朝
買
を
績
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら、
い
よ
い
よ
以
て
E
統
八
年
以
前
に
東
寧
衡
が
安
楽

州
に
管
属
さ
れ
た
と
は
解
せ
ら
れ
な
い
。

鱗
っ
て
「
安
柴
州
管
場
」
の
時
稀
を
自
在
州
徒
治
以
後
の
事
を
云
ふ
も
の
と
解
す
れ
ば、

東
寧
衛
達

官
人
が
関
原
の
安
梁
州
に
も
属
し、

徒
治
さ
れ
た
自
在
州
に
も
属
す
る
事
に
な
っ
て
盆
々
以
て
不
可
解
と
な
る
o

併
し
奏
文
の
形
を
見
る
と、
，

先
づ
過
去
の
永
梁
聞
の
二
州
設
置
に
就
い
て
述
ぺ
、

次
に
「
共
束
事
街
云
々
」
と
受
け
更
に
「
其
自
在
州
云
々
」

と
績
け
て
ゐ
る
。
と
の
「
其」

に
始
ま
る
こ
事
は
封
属
的
に
云
は
れ
た
も
の
即
ち
自
在
州
従
治
を
奏
請
す
る
曹
義
の
現
在
の
立
場
で一
去
っ
て
ゐ
る
意
見
と
思
は
れ
る
o

更
に
こ

九戸、 ’‘

と
で
考
へ
ら
れ
る
事
は
自
在
州
を
徒
す
と
し
て
従
来
自
在
州
が
撫
安
し
て
ゐ
た
達
官
人
を
如
何
に
す
る
か
と
云
ふ
事
で
あ
る
o

徒
冷
に
際
し
τ

は
営
然
そ
の
麗
置
ポ
考
へ
ら
れ
た
に
港
ひ
左
い
し
モ
の
事
を
上
奏
中
に
ご一一一口
も
鵡
れ
な
い
筈
は
な
い
。

自
在
州
の
官
吏
だ
け
が
従
さ
れ
た
の
で

あ
る
か
ち
そ
の
管
麗
せ
る
達
官
人
は
営
然
安
城市
州
管
属
下
に
引
纏
が
れ
た
で
あ
ら
うo

さ
う
考
へ
て
「
共
束
寧
衛
蹄
降
達
官
人
等
子
安
繋
州
管

麗
」
の
文
を
見
る
と、

安
紫
州
に
管
属
せ
し
め
る
の
は
東
寧
街
達
官
人
で
は
な
く、
、
自
在
州
連
官
人
即
ち
前
文
の
遼
海
街
蹄
降
蓮
官
人
で
な
け

＼
れ
ば
な
ら
ぬ
o

恐
ら
く
こ
こ
は
遼
海
衝
と
あ
る
ぺ
き
院
を
東
寧
衡
と
誤
う
た
も
の
で
あ
ら
う。
目見
を
遼
海
衛
と
す
れ
ば
奏
文
は
明
瞭
で
首
尾
一

、
」ι一一

貫
す
る
o

即
ち
従
来
。
二
州
並
置
を
や
め
て
関
原
で
自
在
州
が
管
属
し
て
ゐ
た
遼
梅
街
蹄
降
達
宮
人
は
安
梁
州
管
局
と
し
、

自
在
州
は
遼
陽
に

徒
し
て
東
寧
衛
等
腸
降
遠
宮
人
を
撫
安
せ
し
む
れ
ば
爾
使
だ
と一
疋
ふ
の
で
あ
る
。

.,-.,,, ' 

＼ 
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曹
義
の
上
奏
は
裁
可
さ
れ
てL
E
統
八
年一二
月
二・
州
の
関
原
並
置
は
解
か
れ、
関
原
降
夷
は
安
禦
州、
遼
陽
降
夷
は
自
在
州
が
管
属
す
る

事と

在
っ
た。
以
来
束
寧
衛
蓮
官
人
は
自
在
州
籍
に
移
さ
れ
た
先
掲
朝
貢
表
に
は
E
統
七
年
ま
で
績
い
た
東
寧
衛
蓮
宮
入
の
朝
買
が
荘
統
八
年
以
後

絶
え
て
し
ま
っ
て
ゐ
る。
是
は
束
寧
衛
達
官
人
が
自
在
州
連
官
ん
と
州
籍
に
改
め
ら
れ
た
震
で
あ
る。
同
時
に
奮
自
在
州
遠
官
人
は
安
幾
州
遠

官
人
と
呼
ば
れ
る
事
に
な
っ
た。
さ
て
こ
の
時
東
寧
衛
達
官
人
が
自
在
州
管
障閣
に
な
っ
た
事
は
明
か
で
あ
る
が

11

渚
陽・
海
州
共
他
南
方
諸
衝

の
蹄
降
者
は
果
し
て
自
在
州
管
下
記
入っ
た
の
で
あ
ら
う
か。
若
し
入
っ
た
と
す
れ
ば
自
在
州
の
統
治
め
及
ぶ
範
国
は
溶
陽
遼
陽
以
南
の・
庚
い

地
域
に
豆
り、
降
夷
の
住
む
地
域
を
匂
合
す
る。
か
く
て
は
州
域
と
衛
域
と
が
重
な
り、
州
域
で
も
あ
り
衝
域
で
あ
る
と
云
ふ一一
重
支
配
を
受

け
る
地
域
が
有る
事
に
な
る。
併
し目見
は
自
在
州
を
以
て
降
夷
を
鈎
家
と
す
る
州、
賢
土
な
き
州
と
考
へ
れ
ば
解
決
出
来
な
い
事
で
は
な
い。

併
し
自
在
州
が
降
夷
統
治
の
震
に
東
寧
衛
来
館
者
の
居
住
地
域
に
設
け
ら
れ
ね
ぼ
な
ら
『な
か
っ
た
事
を
考
慮
す
れ
ば、
遠
方
の
衝
の
降
夷
が
自

在
州
管
下
に
入
。
た
事
は
疑
は
し
い。
奏
文
陀
「
東
寧
衝
井
附
近
海
州、
癌
陽
中

舎伺一
蹄
降
達
官
人
等」
と
あ
る
「
等」
を
東地平
・
海
州
・
漉
陽

中
三
衝
乞
云
ふ
「
等」
と
す
れ
ば、
遼
陽
を
中
心
に
最
も
近
い
溶
陽
と
海
州
の
降
夷
の
み
が
そ
の
管
属
と
な
っ
た
事
に
な
る。
以
上
。
事
を
明
e

か
に
す
る
震
に
後
掲
の
景
泰
年
間
来
齢
者
分
隷
地
一
覧
表
を
見
る
に、
自
在
州
に
隷
属
せ
ら
れ
た
も
の
と、
海
州
衛、
同
じ
遼
陽
域
に
在
る
定
，

遼
中
骨
左
衛
等
に
所
属
せ
ら
れ
た
も
の
等
は
判
然
と
直
別
さ
れ
て
ゐ
る。
し
か
も
従
来
開
原
以
南
で
最
も
多
く
降
夷
を
安
持
し
た
東
寧
衝
の
名

は
見
え
宇
自
在
州
が
是
巳
代
う
で
ゐ
る
の
で
あ
る。
と
の
事
か
ら
推
測
す
れ
ば、
海
州・
溶
陽
中
等
の
衛
も
自
在
州
管
下
に
入
ら
泣
か
O
た
と

患
は
れ
る。
自
在
州
に
管
属
し
た
の
は
結
局
東
寧
衛
蓮
官
人
の
み
で
あ
っ
た
様
で
あ
るd
同
じ
遼
陽
に
安
持
さ
れ
て
も、
定
遼
左
衛
に
属
し
た

i

者
は
自
在
州
の
あ
る
北
城
の
来
齢
者
居
住
地
匡
に
住
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
し、
定
遼
中
衛
に
隷
属
し
乍
ら
自
在
州
居
住
を
命
ぜ
ら
れ
て
ゐ

る
者
も
あ
る
が、
是
は
自
喰

州が
東
寧
衛
蹄
降
蓮
官
人
の
み
を
管
属
し
た
震
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る。

永
紫
初
年
か
ら
天
順
初
年
ま
で
約
五
十
年
間
の
女
直
系
蹄
の
記
録
を
明
賢
録
に
求
め
る
と
次
衰
の
如
く
で
あ
る。
と
の
表
を
見
れ
ば
女
直
。
／〆

来
郎
が
三
つ
の
波
頭
を
も
のJτ
事
が
知
ら
れ
る。
第一
一波
は
永
襲
六
年
か
ら
同
十
三
年
に
宣
る
期
間
で
あ
り、
第
二
波
は
永
築
末
か
ち
宣
徳
九
年

安
柴
自
在
ニ

州
に
就
て

、、

ノF
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回数次年回数次年

ま
で
大
館
宣
宗
の
在
位
期
間
で
あ
り 、

第
三
波
は
景
泰
二
年
か
ら
同
六
年
に
至
る
期
間
で
あ
る
。

第
一

一波
は
成
組
が
雄
大
な
規
模
の
下
氏
封
女

直
招
撫
の
積
極
策
を
採
っ
た
結
果
と
し
て
の
来
院
で
あ
り
、

明
側
で
は
関
原
に
安
楽
自
在
二
州
を
特
設
し
て
そ
の
過
宇
を
安
挿
し
た。

し
か
る

に、
氷
川叫が
十
四

氏引
以
後
暫
ら
く

記
録
。
上
で
は
来
跡
が
断
絶
す
る
c

そ
の
理
由
は
明
か
で
な
い
が
招
撫
の
限
界
内
で
一

鷹
来
館
の
波
が
落
ち
着
い

た
も
の
で
あ
ら
う
か

。

勿
論
こ
り
間
と
雄
も
烏
市
交
易
や
朝
買
は
持
績
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

第
二
波
は
成
租
の
積
極
策
を
受
け
耀
い
だ
宣
組
の
招

撫
活
動
の
結
果
に
よ
る
も
の
で

、

長
直
の
来
障
の
性
質 、

明
の
降
夷
艶
策
等
は
殆
ん
E
前
期
と
鑓
り

な
く 、

従
っ
て
と
の
期
の
来
師
者
以
過
宇

は
や
はL
V
安
繋
自
在
二
州
に
集
中
的
に
安
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

所
が
次
の
景
泰
期
に
な
る
と 、

二
年
に
九
回 、
三
年
に
二
十
九
回
と
云
ふ
来
齢
の
回
数
忙
於
℃

前
例
の
な
い
急
激
な
増
加
が
見
ら
れ
る
。

と

の
増
加
は
何
等
か
の
原
因
の
存
在
を
思
は
せ
る
。

景
泰
二
・

三
年
の
来
蹄
の
記
録
を
見
る
と
、

従
来
無
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
来
悔
の
原
因
を

明
記
し
て
ゐ
る
も
の
が

〉
二
年
の
九
回
中一
二
回 、

三
年
の
二
十
九
問
中
七
回
に
及
ん
で
ゐ
る
。

此
の
原
因
を
明
記
し
た
も
の
十
回
中
九
回
ま
で

, . 
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需長

は
「
先
矯
高
利
併 一
虜」
「
以
其
先
矯
遼
賊
殺
散」
「
初
矯
股
脆
不
花
王
所
揚」
等
々
瓦
刺
の
瀬
洲
侵
冠
に
図
る
も
の
で
あ
り 、

f

他
の
一
回
も
「
以
其

地
紋
食」
と
あ
る
の
で
是
も
恐
ら
く
瓦
刺
侵
略
の
打
撃
を
表
現
を
替
え
て
云
っ
た
も
の
に
遁
ぎ
な
い
の
で
あ
るo
他
は一
々
原
閃
を
皐
げ
な
い

け
れ
E
も 、
そ
D
大・
部
分
が
同
じ
原
因
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
見
て
誤
り

無
い
で
あ
ら
う。
従
っ
て
景
泰
期
の
来
院
は
以
前
の
永
梁・
宣
徳
期

．』 、

の
来
障
と
全
く

性
質
を
異
に
し
て
ゐ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ。

組
は
南
方
の
気
候
炎
熱
な
る
を
以
て
開
原
に
快
活
自
在
二
城
を
置
い
で
来
蹄
者
を
集
住
撫
安
さ
せ
た
が 、
景
泰
期
に
な
る
と
全
く

是
に
反
し
て

彼
等
を
分
散
さ
せ 、
叉
議
境
開
原
へ
の
居
住
を
極
力
避
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る。

景
泰
三
年
よ
り
同
六
年
ま
で
の
来
持
者
の
移
住
隷
属
地
を
見
る

け
1ji
－
－

1
11111
寸

J1
1
1
1
1
1
1
主
弐
表
の
如
く
で
あ
る 。
是
に
よ
る
と
成
組
が
集
候
炎
熱
は

毅一
2一
2 －一
1
一
1
一
2
71
一
1
一
1
一
6
70
一
3

一
7
一
8
一
1

回一

一

一

一
’

一

一

一

一
’一

一

一

一

一
1

一

東
北
諸
夷
の
苦
し
む
所
と
し
た
南
京
の
錦
衣
衛
に
隷
属
さ
せ

一
方
来
蹄
女
直
に
封
ず
る
明
側
の
受
入
れ
態
度
も
著
し
く
鍵
化
し
た。
嘗
て
成

州一
衛

－均
等

l隷定遼中衛居自在州

衛

軍

隷 属 地

柴 州

衛

衛

衛

衛

衛

ら
れ
た
者
が
最
も
多
く 、

次
に
遼
東
で
は
最
も
南
で
あ
る
金

州
衛
や
復
州・
蓋
州・
海
州
等
の
諸
衛
即
ち
遼
陽
以
南
へ
の

安
置
が
多
いo
景
震
六
年
十
二
月
ハ
乙
丑）
に
来
毎
し
た
宅

憐
等
の
衝
の
女
直
木式口
忽
等
三
人
の
如
き
は
嘗
て
還
を
犯
し

衛衣

チトi

急事

升i

升！

盤
T

寧

宜
T

定l遼

京

麗

海

蓋

南

虞

f胡

自

， 

た
故
を
以
て
遠
く

湖
庚
軍
に
補
充
さ
れ
て
ゐ
る
如
き
例
も

あ
る 。
是
に
反
し
て
関
原
の
安
紫
州
に
は
僅
か
に
二
回 、
遼
陽
北
娩
の
自
在
州
に
は
同
じ
く
二
回
の
安
揮
が
見
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い。
か
L
る

r

女
直
来
臨
者
へ
の
撫
安
鈎
策
の
蹴硬
化
は
景
泰
年
聞
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り 、

E
統
末
ま
で
は
従
前
と
金
く

費
ら
な
い
の
で
あ
る 。
即
ち

自
在
州
従
治
後
で
あ
る
疋
統
十
年
か
ら
十
二
年
ま
で 、
毎
年
二
回
づ
L
の
来
館
記
録
が
賢
録
に
見
え
る
が 、
そ
の
中一
回

以安
楽
州
l

他
の
一
ー

回
は
有
名
な
毛
憐
衛
都
替
李
撤
滅
容
失
里
の
京
師
来
蹄
で
あ
り 、

残
り

四
聞
は
遼
陽
ハ一
回〉
又
は
自
在
州
ハ
三一
）
で
あ
る

G

安
楽
・

自
在
／

二
州
に
来
齢
者
を
集
住
さ
せ
て
統
治
す
る
政
策
が
街
堅
持
さ
れ
℃
ゐ
る
の
で
あ
る 。
所
が 一
景
泰
元
年
の
十
「
月
建
州
衛
女
直
米
合
な
る
者
が
来

安
柴
自
在二
州
に一
就
て

七
九



へ

O

J

安
柴
自
在
ニ
州
に
就
だ

蹄
し
た
時、
彼
は
庚
寧
衝
に
隷
属
さ
せ
ら
れ
て
ゐ
る。
女
直
来
蹄
者
の
庚
寧
衛
安
置
は
今
迄
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
事
で
あ
っ
た。
そ
れ
以
後

は
前
掲
移
住
隷
属
表
の
如
く
で
あ
る。

か
L
る
分
散
統
治
政
策
へ
の
鑓
化
が
何
故
に
行
は
れ
た
か
は、
正
統
十
四
年
忙
明
の
図
礎
を
傾
け
ん
市と
し
た
土
木
の
費
が
起
っ
た
こ
と、
そ

れ
に
綾
く
瓦

F

刺
・
冗
良
川府
・
女
直
の
侵
冠
援
岨涯
の一
惑
の
事
件
を
想
起
す
れ
ば
明
か
で
あ
る
G

連
年
の
瓦
刺
・
冗
良
川内口
の
南
侵
擾
蓬
は
来
陣
内

附
し
た
降
虜
を
勤
捺
さ
せ
た。
京
師
に
在
る
と
透
境
に
安
置
さ
れ
た
と
を
問
は
十
途
に
編
髪
胡
服
し
或
は
防
戦
の
弓
矢
を
棄
て
て
北
虜
に
従
ふ

〆

者、
機
に
乗
じ
て
冠
掠
す
る
者
が
多
か
っ
た。

降
胡
：
桝・：
夫
非
我
挨
類
共
心
必
具。
故
咋
者
或
衡
破
関
寒

器町
一政
土。
或
来
機
一制
使
冠
掠
ー畿
内o

～

「

と
あ
る
は
土
木
の
鑓
直
後
の
E
統
十
四
年
十
月
ハ
乙一
亥）
の
翰
林
院
侍
講
劉
定
之
の一
育
ふ
所
で
あ
る。
明
貫
録
の
同
年
同
月
ハ
壬
申〉
の
僚
に

は
同
じ
く
云
ふ。

降
虜
之
循
置
京
城
者。
閃
爵
入
冠。
途
輝
髪
胡
版。
慰
抄
掠
人。
日
篤
家
達
子。
叉
有
駈
避
難
人
以
附
虜
者。
在
在
粉
然。
云
。々

向
十
二
月
戊
申
の
僚
忙
は

順
天
府
永
清
勝
達
官
衆
口
羅。
閃
虜
入
冠
導
乙
抄
掠。
且
誘
民
篤
銑。
云
云。

と。
以
て
営
時
の
降一
虜
の
動
静
を
察
す
る
に
十
分
で
あ
る。
明
は白河
等
降
虜
の
針
策
に
腐
心
し
た。
鼠
に
早
く
疋
統
A
年
忙
直
隷
書
州
衛
千
戸

の
陳
錦
・な
る
者
が、

ず為

今
後
達
人
授
降
者。
量
加
陸
賞。
分
設
南
方
衛
分
安
挿
優
一賛。
不
可
倶
官
在
京
以
胎
後
患。

と
上
言
し
て
ゐ
る
の
で、
瓦
刺
の
活
動
が
明
を
脅
し
始
め
る
と
降
虜
の
慮
置
が
色
々
考
究
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る。
先
述
の
劉
定
之
も
降
虜
を

遠
く
南
方
に
徒
し、
「
建
居
南
土。
禁
其
種
落。
不
許
自
相
婚
焼。
錨盟
主ハ
衣
服。
不
許
釘
遜
胡
俗。
矯
兵
者。
使
興
中
関
之
兵
部
伍
相
雑。
以
牽

制
之o
潟

一民、私
J

使
奥
中
園
之
民
里
甲
相
錯。
以
染
化
之oい
と
南
徒
同
化
策
を
説
い
て
ゐ
るo
n応
等
の
針
策
は
政
府
に
採
用
さ
れ、
新
来
蹄

＼ 



• 

、抽

者
の
南
方
安
置、
或
は
遼
官
達
軍
の
精
鋭
を
挑
題
し
て
南
方
波
遣
軍
と
ナ
る
等
り
ζ
と
が
行
は
れ
た。

註
2

遼
東
の
降
夷
に
封
ず
る
憂
虜
も、
針
策
も
降
良
の
そ
れ
と
軌
を一
に
し
て
ゐ
る。
子
議
の
遼
東
防
禦
疏
に
云
ふ。

此
等
之
人
ハ
来
師
安
持
者〉
狼
子
野
心。
難
以
測
度。
即
今
彼
虞
犯
蓬
得
志
我
寧
失
利。
途
起
好
謀。
結
連
内
憾。
共
胎
後
患。
鯵
非
細

（

F
）
 

故。
矧
近
日
遼
東
安
挿
達
人。
糾
合
謀
反。
出
城
潜
従
賊
冠。
動
歪一
二
十
年。
此
正
其
験。
不
可
不
防。

既
巴
庚
寧
地
方
に
安
持
さ
れ
た
克
良
川山口
等
は
五
刺
・
冗
良
川内口
の
侯
還
に
策
動
内
臆
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り、
や
が
て
は
女
直
系
蹄
者
も
そ
の
轍

を
踏
む
憂
が
十
分
に
あ
っ
た。
子
謙
は
描聞
け
て一式
ふ。

持
己
安
挿
夷
人。
若
何
設
法
関
防
撫
郎
鈴
束。
以
錯
意
外
之
虞。
以
震
経
久
之
使。
及
後
来
降
者
倶
起
港
赴
京
庭
置。
或
量
興
官
賞。
令

回
原
鹿
住
種。
何
者
震
宜。
或
有
長
策。
可
以
安
内
接
外
防
患
拝
好。
令
冠
深
等
兵
由
馳
奏。
云
。々

＼
来
蹄
女
直
の
底
思也
謝
策
が
至
急
採
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
力
設
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る。
明
貫
録
景
泰
三
年
九
月
ハ
庚
成〉
の
僚
に
は
「
関

原
等
慮
安
揮
系
蹄
夷
人
四
百
飴
戸」
の
針
策
を
提
督
遼
東
軍
務
副
都
御
史
冠
深
が
上
奏
し
た
こ
と
が
見
え
℃
ゐ
る。
そ
れ
に
は
降
夷
を
腹
裏
地

方
に
移
住
さ
せ
1

新
来
齢
者。
も
全
て
内
地
に
選
位
さ
せ
た
が
よ
い
主
云
っ
て
ゐ
る。
併
し
是
は
兵
部
の
反
封
に
よ
っ
て
針
策
建
で
直
し
を
冠
深

等
は
命
ぜ
ら
れ
た。
何事
深
の
上
奏
は
矛
識
の
上
疏
に
鈎
臆
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る。
と
す
れ
ば
子
識
の
遼
東
防
禦
疏
は
景
泰
三

＼

年
九
月
以
前
さ
し
て
遠
く
な
い
時
に
行
は
れ
た
も
の
で
あ
ら
ョ。
所
が
女
直
来
障
者
の
安
置
封
策
は
景
泰一
克
年
以
来
就
に
分
散
安
置
策
に
鑓
ハJ

て
ゐ
た。
或
は
南
方
安
置
が一
最
も
多
か
っ
た。
比
の
封
策
の
鑓
化
は
子
識
の
上
疏
に
よ
っ
た
も
D
で
は
な
く－
既
に
こ
れ
よ
り
早
く
中
央
に
於

け
る
一
般
的
な
降
虜
封
策
に
臆
じ
た
も
の
で
あ
る。
例
へ
ば
侍
講
劉一
定
乙
の
降
良
樹
策
に
云
ふ
「
禁

共種
落」
即
ち
集
住
を
禁
止
し
分
散
さ
せ

る
ζ
と、
延
い
て
は
中
閣
の
兵
民
と
雑
居
さ
せ
る
と
と、
或
は
「
遠
居
南
土」
策
等
が
遼
東
で
も
賀
行
に
移
さ
れ
で
景
泰
期
の
鈎
策
鑓
化
を
生

ん
で
ぬ
る
も
の
と
思
ふ。
併
し
そ
れ
は
新
来
齢
者
に
謝
し
て
賓
施
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て、
既
安
持
者
に
は
手
を
着
け
て
ゐ
な
か
っ
た。
子
謙
や

冠一
深
は
嘗
尤
関
原
二
州
或
は
束
寧
街、
即
ち
営
時
の
安
端、
自
在
二
州
に
集
圏
居
住
す
る
女
直
系
勝
者
の
動
向
ゼ
憂
慮
し、
彼
等
を
も
腹
裏
地
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安
柴
自
在一一
州
に
就
て

J\ 

方
に
移
住
せ
し
め
ん
’と
し
た
の
で
あ
る。
此
の
冠
深
の
劉
策
が
採
用
さ
れ
て
ゐ
た
ら、
遼
東
に
於
け
る
降
夷
安
持
機

関であ
る
安
紫
自
在
二
州

は
駿
絶
さ
れ
て
ゐ
た
に
蓬
ひ
な
い。
兵
部
は
「
恐
議
土
性
之
宜。
致
温
来
崎町
之
意」
E
て
反
謝
し
て
ゐ
る。
そ
の
鴛
に
安
葉
自
在
二
州
は
開
原

／
と
遼
陽
に
そ
の
後
も

春賛
さ
れ
る
手
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る。

遼
東
志
・
附
園（
遼
東
都一
司
衛
園〉、

同（
ヰ）
建
置
志
a
披
池、
会
署
の
僚
委
閉山0
公
署
自
在
州
の
脚
註
に
「
濯
無
敵
門
街
西o
永

難問
建白」
と
あ
る

が、

永
柴
間
建
が
課
り
ぜ
あ
る
ζ
＆
は一
再
ふ
迄
も
な
い
。

前
出
皇
明
経
済
丈
録
ハ
遼
東
編）
所
載

語、
12 

＼ 

五
、

結

一品
開

初
置
ニ
州
来
蹄
者
が
商
人
的
性
格
を
有
ち、
専
ら
朝
貢
・
馬
市
・
議
外
交
易
等
に
活
躍
し
て
ゐ
る
事
は、
明
初
に
既
に
女
直
の
開
花
氏
族～
的

共
同
種
的
交
易
商
業
の
域
を
脆
し
て
調
立
自
由
な
商
人
が
存
在
し
て
ゐ
る
事
を
推
側
さ
せ
る
し、
彼
等
が
皐
濁
に
或
は
妻
子
を
作
っ
て
自
由
に

故
土
を
離
れ
て
来
蹄
し
て
ゐ
る
事
は
女
直
枇
曾
に
氏
族
的
統
制
が
既
に
微
弱
で
あ
り、
佐
倉
構
成
的
に
は
氏
族
制
の
段
階
を
超
え
て
ゐ
る
事
を

思
は
せ
る。
併
し
明
初
の
女
直
枇
曾
を
規
定
す
る
に
は
更
に
幾
つ
か
の
研
筑
の
綜
合
の
上
に
倹
た
ね
ば
な
ら
ぬ。
明
初
女
直
枇
曾
の
的
確
左
把

握
な
く
て
は
明
代
女
直
の
研
究
は
的
を
逸
す
る
事
に
な
ら
う。
個
別
研
究
と
綜
合
研
筑
と
の
相
関
統一
一は一式
ふ
可
く
し
て
困
難
で
あ
るe
以
上

の
永
融市
初
年
の
安
楽
自
在
二
州
開
鼠
初
置
か
ら
正
統
八
年
の
自
在
州
徒
治
及
び
景
泰
年
間
ま
で
の
二
州
の
鋳
還
に
就
て
の
考
察
は
誠
に
蕪
雑
で

あ
り
綜
合
的
観
鮪
を
歓
き
所
期
の
意
闘
に
遠
い
も
の
と
な
っ
た
が、
都
叱
正
を
賜
は
ら
ん
事
を
な
願
ひ
ナ
る。

（
附
記、
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